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令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

分担研究報告書 

 

枝肉に付着する異物による微生物汚染実態調査 

 

分担研究者   森田幸雄   麻布大学獣医学部 

研究協力者   塚本真由美、苅谷俊宏、山﨑翔矢、小畑 麗、向島幸司、村瀬繁樹 

岐阜県飛騨食肉衛生検査所 

 岡谷友三  麻布大学獣医学部 

 朝倉 宏  国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部 

 

研究要旨：ゼロトレランス検証の有用性を確認するため、と畜検査員による枝肉検査・検

証時に確認された獣毛 5 検体、糞便 8 検体、消化管内容物 6 検体、レールダスト 5 検体、

フットカッターの汚れ 5 検体、その他、肉眼で判別できないもの 2 検体の異物が付着した

枝肉表面を採取し、肉眼及び実体顕微鏡による色調及び質感を観察し、識別を行うと共に、

一般細菌数、腸内細菌科菌群数、菌叢解析を実施した。一般細菌数は獣毛付着部位では

3.28±1.23 log CFU/㎠、糞便付着部位では 4.37±1.83 log CFU/㎠、消化管内容物付着部

位では 4.20±0.90 log CFU/㎠、レールダスト付着部位では 1.05±0.58 log CFU/㎠、フッ

トカッター汚れ付着部位では 1.70±0.23 log CFU/㎠であった。腸内細菌科菌群数は、獣

毛付着部位では 1.40±0.73 log CFU/㎠、糞便付着部位では 2.22±0.93 log CFU/㎠、消化

管内容物付着部位では 2.12±1.35 log CFU/㎠となり、レールダスト及びフットカッター

汚れ付着部位は全検体で検出限界値(0.49 log CFU/㎠)未満であった。一般細菌数、腸内細

菌科菌群数ともに、獣毛、糞便及び消化管内容物の各付着部位間に有意差は認められなか

ったが、獣毛、糞便及び消化管内容物の各付着部位に比べ、レールダスト及びフットカッ

ター汚れ付着部位は有意に低値を示した。糞便・消化管内容物付着部位では Firmicute 門

が優勢となる検体が多かったが、Proteteobacteria 門は獣毛付着部位とフットカッター汚

れ付着部位で優勢となる等、異物毎に含まれる細菌構成に差異が認められた。以上の結果

は、対米輸出用枝肉に対して求められるゼロトレランス検証の科学的意義を国内のと畜場

で示した初めての報告であるほか、米国では求められていない獣毛についても、枝肉表面

に付着していた場合は、トリミングすることの重要性を示すことができた。 

 

Ａ．研究目的 

「アメリカ合衆国向け輸出食肉の取扱要綱（令

和 2 年 4 月 1 日財務大臣・厚生労働大臣・農林水

産大臣決定別紙）」により、以前から対米牛肉輸出

施設はゼロトレランス検証（目視できる糞便、消

化管内容物、乳房内容物に汚染されていないこと

を検証すること）を実施している。さらに、「と畜

検査員及び食鳥検査員による外部検証の実施に

ついて（令和 2 年 5 月 28 日 生食発 0528 第 1

号）」においても、ゼロトレランス検証が明記され

ており臨場すると畜検査の際に、と畜検査員は計

画的にゼロトレランス検証を実施している。 
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枝肉に付着している異物は、糞便、消化管内容

物、乳房内容物に加え、獣毛、レールダスト等様々

である。そこで、危害分析の一助とするとともに、

検証技術の向上を目的として、岐阜県飛騨食肉衛

生検査所が所管する輸出食肉認定施設(以下、「GI-

1」と略)でと畜・解体処理され、整形・トリミン

グから最終洗浄前の枝肉に付着する異物の肉眼

像及び実体顕微鏡像を調査した。また、これら異

物について微生物検査および菌叢解析を実施し

たので報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

令和 3 年 4 月から 8 月まで、GI-1 のトリミン

グ工程、枝肉検査工程及び検査所の枝肉検証時に

確認された異物(獣毛 5 検体、糞便 8 検体、消化

管内容物 6 検体、レールダスト 5 検体、フットカ

ッターの汚れ 5 検体、その他(肉眼で判別できな

いもの)2 検体）が付着した肉表面を採取し、肉眼

及び実体顕微鏡で、色調及び質感を観察し、写真

撮影を実施した。 

異物が付着した部位を 2×2 ㎠切り取り、PBS

を 25ｍL 加え、60 秒ホモジナイズしたものを試

料原液とした。試料原液及び適宜段階希釈した希

釈液 1ｍL を、3M ペトリフィルム AC プレート及

び EB プレート 2 枚ずつに接種した。AC プレー

トは 35±1℃  48±3 時間、EB プレートは

37±1℃ 24±2 時間培養した。培養後、各プレー

ト上の典型集落を測定し、試料 1 ㎠あたりの菌数

を算出した。試料原液を接種した 2 枚のペトリフ

ィルムの両方で集落が認められなかった検体の

菌数は 0.5 CFU/㎠として計算し、この値を検出限

界とした。5 検体以上採取できたものについては、

対数平均値±標準偏差 Log CFU/㎠を求めた。 

各異物の菌数の差については、表計算ソフトの

Excel(Microsoft 社)で F 検定を実施後、t 検定で

有意差(p<0.05)を求めた。 

各異物については菌叢解析を実施した。 

 

 

Ｃ．研究結果 

 枝肉に付着の認められた獣毛 5 検体、糞便 8 検

体、消化管内容物 6 検体、レールダスト 5 検体、

フットカッターの汚れ 5 検体、その他（肉眼で判

別できないもの)2 検体について、肉眼及び実体顕

微鏡で、色調ならびに質感を観察した。 

獣毛は、黒く、長さや本数は様々で、肉眼でも

容易に判別できた。糞便及び消化管内容物は、ど

ちらも黄又は褐色で、繊維質の異物を含むものか

らそうでないものまで様々であった。レールダス

トは、色調が灰色で、薄い乾質の異物で、長さ、

幅共に 2～3mm 程度のものが多かった。フットカ

ッター汚れは、後肢切断面に付着しており、色調

が黒く、一見糞便のように見えた。その他の異物

は、レールダストと潤滑油が混ざったもの(以下、

「その他 1」)と推察されるものや背割り屑の中に

繊維質の消化管内容物又は糞便と推察されるも

の(以下、「その他 2」)が認められた。 

以上の異物付着の認められた枝肉表面部位を

切除し、微生物試験に供した。結果として、一般

細菌数は、獣毛付着部位（以下、「付着部位」を略）

は 3.28±1.23 log CFU/㎠、糞便は 4.37±1.83 log 

CFU/㎠、消化管内容物は 4.20±0.90 log CFU/㎠、

レールダストは 1.05±0.58 log CFU/㎠、フット

カッター汚れは 1.70±0.23 log CFU/㎠であった

(図 1）。獣毛、糞便及び消化管内容物のそれぞれ

の間に差はなかった(p<0.05)。また、獣毛、糞便

及び消化管内容物に比べて、レールダスト及びフ

ットカッター汚れは低値(p <0.05)であった。レー

ルダストとフットカッターの間に差はなかった

(p <0.05)。その他 1 は 2.26 log CFU/㎠、その他

2 は 5.73 log CFU/㎠であった。 

腸内細菌科菌群数は、獣毛は 1.40±0.73 log 

CFU/㎠、糞便は 2.22±0.93 log CFU/㎠、消化管

内容物は 2.12±1.35 log CFU/㎠、レールダスト

及びフットカッター汚れは全検体において検出

限界値(0.49 Log CFU/㎠)未満であった(図 2)。獣

毛、糞便及び消化管内容物のそれぞれの間に差は

認められなかった(ｐ<0.05)。また、獣毛、糞便及
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び消化管内容物に比べて、レールダスト及びフッ

トカッター汚れは低値(ｐ<0.05)であった。その他

1 は検出限界値以下、その他 2 は 3.22 log CFU/

㎠であった。 

菌 叢 解 析 を 通 じ 、 糞 便 と 消 化 管 内 容 物 は

Firmicuter 門 が 優 勢 な 検 体 が 多 く 、

Proteobacteria 門は獣毛付着部位とフットカッタ

ー汚れで多く認められる等、異物ごとに違いが認

められた。なお、その他 1 は Bacteriodetes 門が

多く独特の 菌叢を示したほか、 その他 2 は

Proteobacteria 門が多く獣毛やフットカッターと

類似性を示した。 

 

Ｄ．考察 

飛騨食肉衛生検査所では、アメリカ合衆国向け

輸出食肉の取扱要綱により、外部検証微生物検査

（以下、「外部検証」と略）として、枝肉のふき取

りによるサルモネラ属菌検査、トリム肉の腸管出

血性大腸菌検査に加え、対 EU 輸出食肉の取扱要

領に従い、令和 2 年 5 月から洗浄後（冷蔵庫搬入

前）の牛枝肉から剥ぎ取り法により衛生指標菌

（一般細菌数及び腸内細菌科菌群数）定量試験を

実施している。これまでの結果において、サルモ

ネラ属菌、腸管出血性大腸菌及び評価基準を上回

る衛生指標菌の検出はされていない。しかし、GI-

1 の枝肉検査工程では、獣毛、糞便及び消化管内

容物はほぼ毎日のように確認され、獣毛について

はほぼ全頭付着している。 

本調査において、一般細菌数及び腸内細菌科菌

群数は、獣毛、糞便及び消化管内容物それぞれの

間で差がなく、同等の汚染があることが細菌学的

に示された。当所の外部検証として令和 3 年 4 月

から 8 月に実施した衛生指標菌定量試験結果（一

般細菌数の平均値（1.69±0.49 log CFU/㎠）、腸

内細菌科菌群数の平均値（0.62±0.12 log CFU/㎠）

と比較すると、高値であった。このことは、各作

業工程において異物が付着し、確実なトリミング

が不十分であるものの、GI-1 の枝肉検査にて適切

に除去されていることを示唆するものと思われ

た。 

レールダスト及びフットカッター汚れは、両者

とも腸内細菌科菌群数は検出限界値以下であり、

一般細菌数は差がなかった。これらについて、当

所の外部検証の結果と比較すると、フットカッタ

ーの汚れは同等、レールダストは低値(p<0.05)で

あったことから、最終洗浄後の枝肉の微生物汚染

状況にただちに影響をあたえるものではないと

考えられる。しかし、フットカッター汚れの付着

はフットカッターの洗浄不足を示唆するもので

あり、この状態では、消毒時の消毒効果も低下す

ることが考えられ、枝肉への汚れの付着が細菌数

の増加につながる可能性がある。また、フットカ

ッター汚れは後肢切断面のトリミングしにくい

部分に付着していることから、付着させないこと

が重要であると思われた。 

肉眼で糞便及び消化管内容物と判別できない

異物においても、実体顕微鏡像において、糞便ま

たは消化管内容物に似た繊維質の異物が認めら

れ、腸内細菌科菌群も検出された。これは、糞便

又は消化管内容物による汚染を示唆するもので

ある。枝肉に付着する異物については明らかな糞

便及び消化管内容物等でなくてもそれらの汚染

の可能性があることから確実に除去すべきであ

ると思われた。 

GI-1 では、各工程において、枝肉をよく観察し、

糞便、消化管内容物及び乳房内容物に加え、獣毛

等の異物の付着が認められた場合もトリミング

をすることとしている。これまで、作業手順等の

微生物学的な検証は、最終洗浄後のふき取り検査

又は剥ぎ取り検査で実施しているのみであった。

本調査では、異物ごとの汚染状況について、画像

とともに微生物学的データを解析し、ゼロトレラ

ンスが大変重要であることを示すことができた。  

 

Ｅ．結論 

ゼロトレランス検証に示されている糞便、消化

管内容物及びゼロトレランス検証でしめされて

いない獣毛からは一般細菌数、腸内細菌科菌群数
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が検出されるが、各々の統計学的に有意差が無い

こと。レールダストやフットカッターの汚れに比

べて糞便、消化管内容物、獣毛の一般細菌数、腸

内細菌科菌群数は統計学的に有意に高いことが

判明した。よって、ゼロトレランス検証に加え、

獣毛についても、体表に付着していた場合は、ト

リミングすることが必要であると思われた。 

  

Ｆ．健康危険情報 

特になし。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表等 

1) 塚本真由美、苅谷俊宏、山﨑翔矢、小畑 麗、

向島幸司、村瀬繁樹、令和３年度食肉及び食

鳥肉衛生研究発表会、令和 4 年 1 月 15 日～

31 日、厚生労働省（東京都千代田区）、一般

演題（Web）、「枝肉に付着する異物による

微生物汚染実態調査」 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし
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     図１ 各付着物の一般細菌数（対数平均値±標準偏差 log CFU/㎠） 

 

 

 

 

 

   

    図２ 各付着物の腸内細菌科菌群数（対数平均値±標準偏差 log CFU/㎠） 
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令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

分担研究報告書 

 

生産農家ごとの和牛体表の志賀毒素産生性大腸菌 O157・O26 汚染状況 

 

分担研究者   森田幸雄   麻布大学獣医学部 

研究協力者   山﨑翔矢、池田晃、松岡和代、小畑麗、苅谷俊宏、向島幸司、 

塚本真由美、村瀬繁樹 岐阜県飛騨食肉衛生検査所 

 岡谷友三  麻布大学獣医学部 

 

研究要旨：米国向け輸出食肉の取扱要綱に従い、食肉処理施設において製造される冷蔵ト

リミング肉を検体とした志賀毒素産生性大腸菌（STEC）検査のロットの設定を試みた。5

月から 10 月に月ごとに 1 日を定め、JA 飛騨ミートに搬入された全ての黒毛和種牛につい

て、生体の体表（肛門周囲）をスポンジで拭取り検査に供した。農場ごとに 1 検体とし、

72 農家のべ 185 検体 341 頭を実施した。リアルタイム PCR 法をスクリーニング検査とし

たところ、VT 遺伝子は 185 検体中 184 検体（99％）、O157 遺伝子は 122 検体中 77 検体

（63％）、O26 遺伝子は 35 検体（29％）が陽性となった。細菌分離検査で陽性となったの

は O157 が 185 検体中 15 検体（8.1％）、O26 は 5 検体（2.7％）であった。1 検体からは

O157 及び O26 の両集落が検出されたものは、スクリーニング検査でも陽性であった。72

農家中 17 農家が STEC 陽性で、2 回以上検体を採取した農家は 52 農家であり、2 回陽性

となった農家は 2 農家、陽性 1 回の農家は 13 農家であった。と畜日ごとに農家から搬入

される牛の STEC 保有状況は異なっていることから、現時点での STEC 検査のロット設定

は「同一農家かつ同一と畜解体作業日の枝肉群を 1 ロットとする」ことが妥当であると思

われた。 

 

 

Ａ．研究目的 

飛騨ミート農業協同組合連合会（以下「JA 飛騨

ミート」と略）では、2022(令和 4)年 1 月 1 日現

在、米国、EU 等、計 14 か国・地域の牛肉の輸出

認定を受け、各国・地域へ輸出を行っている。岐

阜県飛騨食肉衛生検査所(以下「検査所」と略)は、

それらの対象国・地域の輸出条件となる衛生管理

等の検証を実施している。 

2018(平成 30)年 7 月 10 日、厚生労働省は、米

国農務省食品安全局（以下「FSIS」と略）からの

要請を受け、食肉処理施設において製造される冷

蔵トリミング肉を検体とした志賀毒素産生性大

腸菌（以下「STEC」と略）検査の実施をアメリカ

合衆国向け輸出食肉の取扱要綱に定めた。これに

より、食肉衛生検査所は 2019(平成 31)年 1 月か

ら、また JA 飛騨ミートは同年 2 月から STEC 検

査を開始した。 

FSIS のガイドライン[1]により、と畜解体より

前の段階に着目した製品のロットの設定が求め

られる。厚生労働省は、農家単位で製品のロット

を設定する方法を一例を事務連絡[2]で示した。こ

の設定は当面の間、論文等の既存データの活用が

可能とされており、JA 飛騨ミートは、検査所と協

議の上、農林水産省のデータ[3-5]を活用し、「同

一農家かつ同一と畜解体作業日の枝肉群を 1 ロッ

トと設定する」こととしてきた。 

しかし、既存データの活用は当面の間というこ

ともあり、農家ごとの STEC 保有状況の把握が求

められる。現在、JA 飛騨ミートに牛を出荷する農

家数は 100 を超えており、STEC O157、O26、O45、
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O103、O111、O121 及び O145 の保有状況の全容

を把握するには、相当の労力と経費が必要となる。 

2021 年度までの調査研究において、農家及びと

畜日ごとの STEC 保有状況を把握するには、検出

されやすい STEC O157 に絞り、体表拭取りを農

家ごとに 1 検体となるように行うことが非常に効

率的であることを確認した[6-7]。 

よって、2021(令和 3)年度は、採材すると畜日

に係留された全ての牛について体表の拭取りを

行い、農家ごとに 1 検体とし STEC・O157・O26

について、リアルタイム PCR 装置(Thermal 

Cycler Dice® Real Time System III:タカラバイオ

社）を用いた検査および細菌検査を実施し、スク

リーニング検査としてリアルタイム PCR の有用

性と STEC・O157・O26 保菌状況を調査した。 

 

Ｂ．研究方法 

2021(令和 3)年 5 月 25 日、6 月 15 日、7 月 8

日、8 月 5 日、9 月 2 日、10 月 14 日に JA 飛騨ミ

ートに搬入された全ての牛について、生体の体表

（肛門周囲）をスポンジで拭取り、農場ごとに 1

検体とした。拭取り採取実施農家は 72 農家のべ

185 検体 341 頭である（表 1）。 

検体をノボビオシン加 mEC 培地で 41±１℃、

18～24 時間増菌培養し、NucleoSpin® Tissue（マ

ッハライ・ナーゲル）を用いて DNA 抽出を行っ

た。それを CycleavePCR O-157（VT gene） 

Screening Kit Ver. 2.0（タカラバイオ）を用いて、

Thermal Cycler Dice® Real Time System Ⅲ に

より、VT（stx）遺伝子のスクリーニング検査を実

施した。これに加え、7 月からは CycleavePCR™ 

EHEC (O157/O26)Typing Kit（タカラバイオ）を

用いて、O157 及び O26 遺伝子のスクリーニング

検査を実施した。 

全検体の増菌培養液を CT-クロモアガーSTEC

培地にて培養後、典型的コロニーを 3～5 個釣菌

し、純培養を行った。その後、確認検査として生

化学的性状試験と血清型別試験を実施し、両者と

も陽性のものについて、DNA の熱抽出を実施し、

病原因子遺伝子（stx、eae）検査を実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

 スクリーニング検査結果において VT 遺伝子は

185 検体中 184 検体（99.5％）、O157 遺伝子は

122 検体中 77 検体（63.1％）、O26 遺伝子は 35

検体（29％）が陽性となった。また、確認検査で

陽性となったのは O157 が 185 検体中 15 検体

（8.1％）、O26 は 5 検体（2.7％）であった。1 検

体からは O157 及び O26 の両集落が検出された。

確認検査で陽性となったものは、スクリーニング

検査でも陽性となっていた（表 2）。 

STEC 陽性となった農家は、72 農家中 17 農家

(22.1％)であった。2 回以上検体を採取した農家

は 52 農家であり、2 回陽性となった農家は 2 農

家、陽性 1 回の農家は 13 農家であった。農家 B

は 6 回連続陰性であったが、農家 BO は 2 回中 2

回陽性となった。1 回採取農家は 20 農家で、その

うち陽性となったのは 2 農家であった。牛の

STEC 陽性率は複数頭で 1 検体のものもあるため

差があるが、O157 は 341 頭中 15～23 頭陽性（4.4

～6.7％）、O26 は 5～7 頭陽性（1.5～2.1％）とな

った（表 3）。 

 

Ｄ．考察 

JA 飛騨ミートの体表の拭取り検体の O157 の陽

性率は 8.1％(15/185 検体)、O26 の陽性率は 2.7％

(5/185 検体)であった。別途、本調査期間と同じ

時期に実施した盲腸内容物から分離した STEC 検

査では、STEC の分離率は 16.7％(15/90 検体)、

STEC O157 の分離率は 15.6％(14/90 検体)、

STEC O26 の分離率は 1.1％(1/90 検体)であった。

黒毛和種牛の体表の STEC O157 の拭取り検査結

果(8.1％)と別途実施した盲腸内容物の検査結果

(15.6％)の有意差は認められなかった。体表の

STEC O26 の拭取り検査結果(2.7％)と盲腸内容物

の検査結果(1.1％)の有意差は認められなかった。

糞便中に保菌していると体表にも同様に付着し

ていることが判明した。 

拭取り検体と保菌率では異なるが、農林水産省

の STEC O157 調査（94 頭/500 頭 陽性率 18.8%）

[6]、宮城県（26～28 頭/224 頭 陽性率 11.6～

12.5%）[9]に対し有意に低く、農林水産省（16 頭

／250 頭 陽性率 6.4％）[5]、島根県（9 頭/100 頭 

陽性率 9.0％）[10]、京都市（11 頭/176 頭 陽性

率 6.3％）[11] 、群馬県（3 頭/125 頭 陽性率 2.4％）

[12]とは有意差が認められなかった。体表の

STEC O157 の拭取り検査結果(8.1％：15/185 検

体)と盲腸内容物の検査結果(15.6％：14/90 検体)

の有意差は認められなかった(P=0.05919)。 

STEC O26 も農林水産省（1 頭/250 頭又は 5 頭

/500 頭 陽性率 0.4%又は 1%）[4,5]、宮城県（8

頭/261 頭 陽性率 3.1％）[13]と有意差はなく、ど

ちらも他の行政機関との差を判断できるような

結果は得られなかった。体表の STEC O26 の拭
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取り検査結果(2.7％：5/185 検体)と盲腸内容物の

検査結果(1.1％：1/90 検体)の有意差は認められ

なかった(P=0.4655)。 

農家ごとの保有率の違いは、6 ヶ月連続で陰性

の農家 B、4 回のうち 2 回陽性の農家 A、2 回中 2

回連続陽性になった農家 BO といった農家もある

ことから、保有状況は農家ごとに異なっているこ

とが判明した。また、陽性となった農家も採取し

た月によっては陰性となること、農家 B と農家 G

は以前の調査で STEC が検出された農家であるが、

今年度は全て陰性であったことから、と畜日によ

り搬入される牛の STEC 保有状況も異なっている

と考えられた。 

一方、7 月の農家 W と農家 AY、9 月の農家 A、

農家 X、農家 BJ は同じ運搬車で搬入されること

が多い農家であり、係留所でも隣に繋がれていた

ことから、運搬車又は係留所での交差汚染の可能

性を疑った。しかし、5 月に農家 A は陽性であり、

同じ運搬車での搬入が多い農家 X、農家 Z は陰性

であったこと、10 月に陽性であった農家 BO と同

じ運搬車で搬入されている農家 C は陰性であっ

たことから、運搬車内での交差汚染は頻度として

は高くないと推測される。また、係留所での交差

汚染が原因であるならば、陽性農家数はさらに多

くなりうるため、この可能性も低いと考えられた。 

以上のことから、現時点での STEC 検査のロッ

ト設定は「同一農家かつ同一と畜解体作業日の枝

肉群を 1 ロットとする」ことが妥当であると考え

る。しかし、農家により採取回数の違いがあるこ

とから、今後もデータを蓄積していく必要がある。 

今回、培養法で陽性となったものは、スクリー

ニング検査でも陽性となったものであり、導入し

た PCR 装置でスクリーニング検査陽性のものを

菌分離したときと培養法で実施した場合とで、検

出率の違いは無かった。来年度も同様の方法で行

う場合は、コストと時間の面からも VT 遺伝子の

PCR 検査を行わず、最初から O 抗原遺伝子検査

をし、陽性であった検体のみ分離培養に進むのが

効率的であると思われた。 

搬入牛の STEC 保有状況調査は、米国からの要

求により開始したが、JA 飛騨ミートの HACCP 計

画において、STEC は重要な危害要因に位置付け

ており、保有状況の状態を確認していくことは、

と畜場の衛生管理を行ってくうえでも、極めて重

要なデータとなる。より正確に保有状況等を把握

していくためにも、今後も搬入牛の STEC 保有状

況を引き続き調査することが必要と思われた。 

 

[1]FSIS: Compliance guideline for minimizing 

the risk of shiga toxin-producing E. coli 

(STEC) in raw beef (including veal) 

processing operations (2017 compliance 

guideline). 

[2]厚生労働省：対米輸出食肉を取り扱うと畜場等

における腸管出血性大腸菌Ｏ26、Ｏ45、Ｏ103、

Ｏ111、Ｏ121、Ｏ145 及びＯ157 の管理プログ

ラムに関するＱ＆Ａ．(平成 31 年 1 月 24 日付

け事務連絡) 

[3]農林水産省：肉用牛農場のシガ毒素産生性大腸

菌保有状況調査,平成 19 年度 

[4]農林水産省：肉用牛農場及び乳用牛農場のシガ

毒素産生性大腸菌保有状況調査,平成 22、23 年

度） 

[5]農林水産省：肉用牛農場のシガ毒素産生性大腸

菌保有状況調査,平成 24 年度 

[6]山﨑翔矢、苅谷俊宏、塚本真由美、安江智雄、

寺地真弓、小池史晃、小野寺仁、古内功二、下

出敏樹、小林光士：令和２年度生産農家ごとの

牛の志賀毒素産生性Ｏ157 保有状況調査（飛騨

食肉衛生検査所,令和２年度） 

[7]塚本真由美、池田晃、松岡和代、宮木乃里子、

苅谷俊宏、藤村友希、河合邦育、西村知也、安

江智雄：生産農家ごとの牛の志賀毒素産生性大

腸菌保有実態調査の進め方の検討 

[8]市川祐輝、後藤郁男、建入茂樹、加藤 潤、工

藤 剛：牛糞便及び体表の腸管出血性大腸菌 

O157 の保菌率と定量 －汚染の排除に向けて

－, 宮城県 平成 26 年度調査研究（平成 26 年

度）. 

[9]中村祥人、川瀬遵、菅美穂、藤田葉子、村上佳

子、川上優太、田原研司、平田克:島根県内のと

畜場搬入牛における腸管出血性大腸菌保有状

況と分離株の分子疫学解析,日獣会誌. 69:101-

106 (2016).  

[10]病理部門：京都市と畜場搬入牛における腸管

出血性大腸菌（O157，O26，O111）の保菌状況

について, 京都市衛生公害研究所年報（2009） 

[11]井上伸子、福田二三男、長井 章、井上ますお、

信沢敏夫：群馬県の食肉処理場搬入牛における

腸管出血性大腸菌保菌状況と分離株の性状,獣

医畜産新報. 60: 137-140 (2007). 

[12]桜庭秀人、佐藤東、吉田繁成、漆畑英雄、阿

部幸一、竹内重正：と畜牛からの志賀毒素産生

性大腸菌分離,日獣会誌. 52: 445-449 (1999). 
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[13]齋藤直 小川修平 小野寺瑞穂 御代田恭子：

H19 年度牛の腸管出血性大腸菌 O157･O26 の

保有状況調査, 宮城県 平成 19 年度調査研究

（平成 19 年度） 

 

Ｅ．結論 

黒毛和種牛の体表における STEC O157 の拭取

り検査結果(8.1％：15/185 検体)と別途実施した

盲腸内容物検査結果(15.6％：14/90 検体)に有意

差は認められなかった。体表の STEC O26 の拭取

り検査結果(2.7％：5/185 検体)と盲腸内容物の検

査結果(1.1％：1/90 検体)の有意差は認められな

かった。黒毛和種牛の STEC 保有状況は農家ごと、

そして、と畜日により搬入される牛の STEC 保有

状況も異なっていた。現時点での STEC 検査のロ

ット設定は「同一農家かつ同一と畜解体作業日の

枝肉群を 1 ロットとする」ことが妥当であると考

えられた。運搬の車両内や係留所内での交差汚染

の可能性も低いと考えられた。スクリーニング検

査のリアルタイム PCR 検査は VT 遺伝子ではな

く、O 抗原遺伝子検査を実施し、陽性であった検

体のみ分離培養に進むのが効率的であることが

判明した。 

  

Ｆ．健康危険情報 

特になし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表等 

1) 山﨑翔矢、池田 晃、松岡和代、小畑 麗、

苅谷俊宏、向島幸司、塚本真由美、村瀬繁樹 

令和３年度 岐阜県食肉衛生検査技術研修

会、令和４年 3 月新型コロナウイルスの流行

により書面開催、35 名、岐阜県中央食肉衛生

検査所、「令和３年度生産農家ごとの牛の志

賀毒素産生性Ｏ157 保有状況調査」 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし
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表１ 各月ごとの検体数と検体頭数 

 

 

 

 

 

 

表２ PCRスクリーニングおよび確認検査結果 

 

*:1 検体からO157 とO26 の両集落が分離 
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表３ 月ごとの陽性結果および農家陽性率 

 

数字は 1 検体として拭き取り取りした頭数を示し、〇で囲ったものは O157 陽性、斜字（下線付

き）は O26 陽性、〇で囲い斜字（下線付き）の数字は O157 及び O26 両方陽性を示す。農家陽

性率は農家ごとの陽性率（陽性検体数÷検体数×100）を示す。 
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令和３年度  厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と  

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究  

分 担 研 究 報 告 書  

と 畜 場 に お け る 外 部 検 証 プ ロ ト コ ー ル の 妥 当 性 評 価 に 関 す る 研 究  

 

研 究 分 担 者  大 屋  賢 司     国 立 医 薬 品 食 品 衛 生 研 究 所  

研 究 協 力 者  平 本  裕 子 、 里 麻  美 喜 子  富 山 県 食 肉 検 査 所  

  土 屋  健 次 、 楓  龍 治   岐 阜 県 中 央 食 肉 検 査 衛 生 所  

  岩 城  多 佳 子    三 重 県 松 阪 食 肉 衛 生 検 査 所  
 
研 究 要 旨  
 豚・牛とたいにおける HACCP 外部検証プロトコールの妥当性を評価するために、北陸
〜東海地方の 3 食肉衛生検査所の協力を得て、外部検証用の枝肉切除検体及び同一個体
（もしくは同一農場）の外皮拭き取り検体における衛生指標菌数及び病原体（サルモネラ
属及び腸管出血性大腸菌（以下、STEC））の検出状況の関連性を検討した。サルモネラ属
菌は豚と体切除検体からは分離されなかったほか、STEC は外皮拭き取り 1 検体からのみ
分離された。3 施設での外皮拭き取り検体における病原性大腸菌関連遺伝子（stx 及び
eae）の陽性率はそれぞれ 20.0%、6.7%、10.0%であったが、枝肉切除検体は全て陰性を
示し、生体洗浄から剥皮工程、そしてその後の枝肉洗浄工程の重要性が示唆された。ま
た、豚外皮拭き取り検体では、一般細菌数及び腸内細菌科菌群数共に検体毎のばらつきが
大きく、工程管理のほか、拭き取り法による成績のばらつきが生じるおそれが改めて確認
された。なお、牛と体については、豚と同様に、枝肉切除検体からサルモネラ属菌及び
STEC は分離されなかったが、外皮拭き取り検体からは 88.0%、33.3%、53.3%の割合で病
原性大腸菌関連遺伝子が検出された。一方で、枝肉切除検体では 0%、3.3%、6.7%の検出
率に留まり、豚とたいと同様、外皮から枝肉への交叉汚染防止に関する工程管理の重要性
が示唆された。病原性大腸菌関連遺伝子陽性検体では一般細菌数が 5 log cfu/cm2 以上、
及び腸内細菌科菌群数が 2 log cfu/cm2 以上であったことから、対象施設で処理される牛
枝肉では、衛生指標菌数の減少と共に病原性大腸菌関連遺伝子が殆ど検出されなくなる傾
向が認められた。

Ａ．研究目的  

国 産 食 肉 ・ 食 鳥 肉 の 輸 出 を 行 う

と 畜 場・食 鳥 処 理 場 数 が 増 加 傾 向 に

あ る 中 、我 が 国 の 食 肉・食 鳥 肉 の 安

全 性 を 国 際 標 準 的 に 示 す こ と は 極

め て 重 要 な 課 題 で あ る 。本 研 究 で は 、

国 内 全 て の と 畜 場 で 令 和 3 年 ６ 月

よ り 施 行 さ れ て い る HACCP 外 部 検

証 の た め の 微 生 物 試 験 の 妥 当 性 に

関 す る 検 討 を 行 い 、実 効 性 を 踏 ま え

た 改 良 等 を 進 め る 際 に 必 要 と な る

知 見 の 集 積 を 図 る こ と を 目 的 と し

て 検 討 を 行 っ た 。  

本 年 度 は 、 北 陸 〜 東 海 地 方 の 3

食 肉 衛 生 検 査 所 の 協 力 を 得 て 、外 部

検 証 用 の 枝 肉 切 除 検 体 及 び 同 一 個

体（ も し く は 同 一 農 場 ）の 外 皮 拭 き

取 り 検 体 に お け る 、 衛 生 指 標 菌 数

（ 一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群

数 ）及 び 病 原 体（ サ ル モ ネ ラ 属 及 び

腸 管 出 血 性 大 腸 菌 ）の 検 出 状 況 の 関

連 性 に つ い て 検 討 を 行 っ た の で 報

告 す る 。  

 

Ｂ .研究方法  

１ ） 検 体  

 北 陸 〜 東 海 地 方 の 3 食 肉 衛 生 検
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査 所 の 協 力 を 得 て 、管 轄 す る と 畜 場

に 搬 入 さ れ た 豚 及 び 牛 の 外 部 検 証

用 検 体 の 残 余 検 体 及 び 外 部 検 証 用

検 体 と 同 一 個 体（ も し く は 同 一 農 場 ）

の 外 皮 拭 き 取 り 検 体 に つ い て 、令 和

3 年 9 月 〜 令 和 4 年 2 月 ま で の 6

ヶ 月 間 に 各 月 5 検 体 ず つ の 提 供 を

受 け た 。外 部 検 証 の 残 余 検 体 は 、令

和 2 年 5 月 28 日 に 発 出 さ れ た「 と

畜 検 査 員 及 び 食 鳥 検 査 員 に よ る 外

部 検 証 の 実 施 に つ い て 」 （ 生 食 発

0528 第 1 号 ） （ 以 下 、 通 知 法 ） で

示 さ れ る 方 法（ 切 除 法 ）で 採 材 さ れ 、

前 調 整 さ れ た 検 体 懸 濁 液 の 提 供 を

受 け た 。 更 に 外 皮 拭 き 取 り 検 体 は 、

以 下 の よ う に 採 材 さ れ た 。  

表 1 に 示 す 採 材 部 位 を 100 cm 2

の 拭 き 取 り 検 査 枠 （ CRF-1010、 ア

ズ ワ ン ）及 び 拭 き 取 り ス ポ ン ジ（ ふ

き 取 り 用 ド ラ イ ス ポ ン ジ ス テ ィ ッ

ク SSL100、ス リ ー エ ム ）を 用 い て

300 g/cm 2 以 上 の 圧 を か け な が ら 、

30 秒 間 縦 、横 、斜 め（ 左 右 ）の 順 に

各 10 回 拭 き 取 り を 行 っ た 。外 部 検

証 残 余 検 体 の 懸 濁 液 及 び 拭 き 取 り

後 の ス ポ ン ジ は 、冷 蔵 便 で 国 立 医 薬

品 食 品 衛 生 研 究 所 へ 送 付 し 、採 材 後

48 時 間 以 内 に 試 験 に 供 し た 。  

２ ） 衛 生 指 標 菌 の 試 験  

 外 皮 拭 き 取 り 検 体 に お け る 衛 生

指 標 菌 数 は 以 下 の よ う に 計 測 し た 。

滅 菌 PBS を 用 い て 、送 付 検 体 の 10

倍 階 段 希 釈 系 列 を 作 製 し 、検 体 中 の

一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数

を 計 測 し た 。 通 知 法 に 記 載 の 通 り 、

一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数

の 定 量 試 験 性 能 が 、ISO 法 と 同 等 で

あ る と 国 際 的 な 第 三 者 認 証 機 関 に

お い て 確 認 さ れ た 代 替 法 を 用 い た 。

一 般 細 菌 数 の 計 測 に は AC プ レ ー ト

（ ス リ ー エ ム ）及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群

数 の 計 測 に は EB プ レ ー ト（ ス リ ー

エ ム ）を 用 い た 。切 除 法 に よ り 採 材

さ れ た 枝 肉 切 除 検 体 で の 衛 生 指 標

菌 の 計 測 結 果 は 各 施 設 か ら 提 供 を

受 け た 。  

３ ） サ ル モ ネ ラ 属 菌 の 試 験  

 サ ル モ ネ ラ 属 菌 の 分 離 培 養 試 験

は 、 ISO 6579-1 に 従 っ た 。 送 付 検

体 を 9 倍 量 の 緩 衝 ペ プ ト ン 水  

(BPW)に 加 え 、37℃ で 18±2 時 間 、

前 増 菌 培 養 を 行 っ た 後 、 RVS 培 地

（ Merck）及 び MKTTn 培 地（ Merck）

を 用 い て 選 択 増 菌 培 養 を 行 っ た 。

RVS 培 地 に 接 種 し た 検 体 は 42℃ で

24±3 時 間 、 MKTTn 培 地 に 接 種 し

た 検 体 は 37℃ で 24±3 時 間 培 養 し

た 。 選 択 増 菌 培 養 液 は MLCB 寒 天

培 地（ 日 水 製 薬 ）及 び ク ロ モ ア ガ ー

サ ル モ ネ ラ 寒 天 培 地 （ CHROMagar）

に 画 線 塗 抹 し 、 37℃ で 24±3 時 間

培 養 し た 。ま た 、培 養 法 と 平 行 し て

前 増 菌 培 養 液 か ら ア ル カ リ 熱 抽 出

法 に よ り 調 製 し た DNA を 用 い た 、

invA 遺 伝 子 を 標 的 と し た リ ア ル タ

イ ム PCR （ CycleavePCR™ 

Salmonella Detection Kit Ver.2.0、

Takara ） を 補 助 的 試 験 と し て 行 っ

た 。  

４ ） 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 の 試 験  

 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 （ STEC） の 分

離 培 養 試 験 は 、 ISO/TS 13136 に 従

っ た 。送 付 検 体 に 9 倍 量 の BPW を

加 え 、37℃ で 18〜 24 時 間 増 菌 培 養

を 行 っ た 。増 菌 培 養 液 よ り ア ル カ リ

熱 抽 出 法 に よ り DNA を 調 製 し 、stx
及 び eae 遺 伝 子 を 標 的 と し た リ ア

ル タ イ ム PCR に よ る ス ク リ ー ニ ン

グ を 行 っ た 。stx 及 び eae ど ち ら も

陽 性 と な っ た 検 体 は 、 STEC 主 要 7

血 清 群 の O 抗 原 遺 伝 子 を 標 的 と し

た リ ア ル タ イ ム PCR に 供 し た 。 い

ず れ か の 血 清 群 に 陽 性 を 示 し た 検

体 は 、陽 性 と な っ た 血 清 群 の 免 疫 磁

気 ビ ー ズ（ デ ン カ 生 研 ）を 用 い て 増

菌 培 養 液 中 の STEC を 濃 縮 し 、TBX

寒 天 培 地（ Merck）及 び ク ロ モ ア ガ

ー STEC 寒 天 培 地（ CHROMagar）へ

塗 抹 し 、選 択 分 離 培 養 を 行 っ た 。選

択 分 離 培 地 上 に 発 育 し た STEC が
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疑 わ れ る コ ロ ニ ー は 、stx を 標 的 と

し た リ ア ル タ イ ム PCR、 O 抗 原 に

対 す る 血 清 を 用 い た 凝 集 試 験 及 び

TSI 培 地 (栄 研 化 学 ）、 LIM 培 地 (日

水 製 薬 )を 用 い た 生 化 学 性 状 試 験 に

よ り 確 認 試 験 を 行 っ た 。  

 

Ｃ．研究結果及び考察  

１ ）豚 外 皮 拭 き 取 り 検 体 及 び 枝 肉 に

お け る 衛 生 指 標 菌 及 び 病 原 細 菌 試

験 結 果  

 3 と 畜 場 （ 施 設 A、 B 及 び C） で

の 豚 の 外 皮 拭 き 取 り 検 体 及 び 枝 肉

に お け る 衛 生 指 標 菌 及 び 病 原 細 菌

試 験 結 果 を 表 2 に 示 す 。  

 施 設 A で は 、2021 年 9 月 〜 2022

年 2 月 （ 11 月 と 12 月 は 1 度 の 採

材 ）に か け て 月 あ た り 5 と 体（ 各 枝

肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 ）計 50 検

体 の 提 供 を 受 け た 。外 皮 拭 き 取 り 検

体 の 一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌

群 数 の 平 均 ± 標 準 偏 差 は

2.40±0.66 log  cfu/cm 2 及 び

0.18±0.47 log cfu/cm 2、 枝 肉 で の

一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数

の 平 均 ±標 準 偏 差 は 2.40±0.49 log 

cfu/cm 2 ま た は 1.36±2.03 log 

cfu/cm 2 で あ っ た 。い ず れ の 検 体 か

ら も サ ル モ ネ ラ 属 菌 及 び STEC は

分 離 さ れ な か っ た が 、外 皮 拭 き 取 り

5 検 体 （ 20.0%） で は STEC 遺 伝 子

が 陽 性 で あ っ た 。  

 施 設 B で は 、2021 年 9 月 〜 2022

年 2 月 に か け て 月 あ た り 5 と 体（ 各

枝 肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 ） 計 60

検 体 の 提 供 を 受 け て 試 験 を 行 っ た 。

外 皮 拭 き 取 り 検 体 の 一 般 細 菌 数 及

び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 の 平 均 ±標 準

偏 差 は 2.30±0.84 log cfu/cm 2 、

4.20±6.87 cfu/cm 2、枝 肉 で の 一 般

細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 の 平

均 ± 標 準 偏 差 は 1.88±0.62 log 

cfu/cm 2、0.74±0.63 log cfu/cm 2 で

あ っ た 。い ず れ の 検 体 か ら も サ ル モ

ネ ラ 属 菌 及 び STEC は 分 離 さ れ な

か っ た が 、 外 皮 拭 き 取 り 2 検 体

（ 6.7%） で は STEC 遺 伝 子 が 陽 性

で あ っ た 。  

 施 設 C で は 、2021 年 9 月 〜 2022

年 2 月 に か け て 月 あ た り 5 と 体（ 各

枝 肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 ） 計 60

検 体 の 提 供 を 受 け て 試 験 を 行 っ た 。

外 皮 拭 き 取 り 検 体 の 一 般 細 菌 数 及

び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 の 平 均 ±標 準

偏 差 は 2.42±0.83 log cfu/cm 2 、

2.07±4.34 cfu/cm 2、枝 肉 で の 一 般

細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 の 平

均 ± 標 準 偏 差 は 2.57±0.54 log 

cfu/cm 2、0.84±1.03 log cfu/cm 2 で

あ っ た 。い ず れ の 検 体 か ら も サ ル モ

ネ ラ 属 菌 は 分 離 さ れ な か っ た が 、外

皮 拭 き 取 り 検 体 1 検 体 （ 3.3%） か

ら STEC O103 が 分 離 さ れ た ほ か 、

同 拭 き 取 り 3 検 体（ 10.0%）は STEC

遺 伝 子 が 陽 性 で あ っ た 。  

 以 上 、豚 枝 肉 切 除 検 体 か ら は サ ル

モ ネ ラ 属 及 び STEC は 分 離 さ れ な

か っ た ほ か 、両 病 原 菌 由 来 遺 伝 子 も

検 出 さ れ ず 、当 該 施 設 で の 豚 と 体 の

衛 生 管 理 の 適 切 性 が 確 認 さ れ た 。一

方 、外 皮 拭 き 取 り 検 体 か ら は 一 定 の

確 率 で 上 述 の 病 原 菌 由 来 遺 伝 子 が

検 出 さ れ た こ と は 、剥 皮 及 び そ の 後

の 枝 肉 洗 浄 工 程 が 、こ れ ら の 枝 肉 汚

染 を 防 除 す る 上 で 重 要 で あ る こ と

を 示 唆 す る と 考 え ら れ た 。  

 

次 に 、外 皮 拭 き 取 り 検 体 及 び 枝 肉

検 体 を 、病 原 性 大 腸 菌 関 連 遺 伝 子 検

出 の 有 無 で 2 群 に 分 け 、衛 生 指 標 菌

数 と の 関 係 に つ い て 検 討 し た （ 図

1）。施 設 A 及 び B の 病 原 性 大 腸 菌

関 連 遺 伝 子 が 検 出 さ れ た 外 皮 拭 き

取 り 検 体 で は 、病 原 性 大 腸 菌 関 連 遺

伝 子 陰 性 検 体 に 比 べ て 、一 般 細 菌 数

及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 は 共 に 多 い

傾 向 に あ っ た 。ま た 、腸 内 細 菌 科 菌

群 数 は 計 測 菌 数 が 相 対 的 に 小 さ い

が 、検 体 間 の ば ら つ き が 大 き い 傾 向

が み ら れ た 。  
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ま た 、 サ ル モ ネ ラ 属 及 び 同 遺 伝 子

の 分 離・検 出 は 全 て の 検 体 で 認 め ら

れ な か っ た が 、外 皮 拭 き 取 り 方 法 に

つ い て は 、実 施 者 に よ る 作 業 の 違 い

が 結 果 に 与 え る 影 響 も 多 分 に 推 察

さ れ る こ と か ら 、現 行 通 知 法 で 採 用

さ れ た 切 除 法 が よ り 安 定 的 な 結 果

を 創 出 で き る も の と 考 え ら れ た 。  

 

２ ）牛 外 皮 拭 き 取 り 検 体 及 び 枝 肉 に

お け る 衛 生 指 標 菌 及 び 病 原 細 菌 試

験 結 果  

 3 と 畜 場（ 施 設 A、B 及 び C）で

の 牛 枝 肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 に

お け る 衛 生 指 標 菌 及 び 病 原 細 菌 試

験 結 果 を 表 3 に 示 す 。  

 施 設 A で は 、2021 年 9 月 〜 2022

年 2 月 （ 11 月 と 12 月 は 1 度 の 採

材 で あ っ た ）に か け て 月 あ た り 5 と

体 （ 各 枝 肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 ）

計 50 検 体 の 提 供 を 受 け た 。外 皮 拭

き 取 り 検 体 に お け る 一 般 細 菌 数 及

び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 の 平 均 ±標 準

偏 差 は 4.95±0.61 log cfu/cm 2 、

2.28±0.58 log cfu/cm 2、 枝 肉 で の

一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数

の 平 均 ±標 準 偏 差 は 2.30±0.47 log 

cfu/cm 2、0.46±0.55 log cfu/cm 2 で

あ っ た 。い ず れ の 検 体 か ら も サ ル モ

ネ ラ 属 菌 及 び STEC は 分 離 さ れ な

か っ た が 、 外 皮 拭 き 取 り 検 体 で は

22 検 体（ 88.0%）で STEC 遺 伝 子 が

陽 性 で あ っ た 。  

 施 設 B で は 、2021 年 9 月 〜 2022

年 2 月 に か け て 月 あ た り 5 と 体（ 各

枝 肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 ） 計 60

検 体 の 提 供 を 受 け た 。外 皮 拭 き 取 り

検 体 に お け る 一 般 細 菌 数 及 び 腸 内

細 菌 科 菌 群 数 の 平 均 ± 標 準 偏 差 は

4.25±1.57 log cfu/cm 2 、

1.15±1.80 log cfu/cm 2、 枝 肉 で の

一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数

の 平 均 ±標 準 偏 差 は 4.03±0.66 log 

cfu/cm 2、1.26±0.41 log cfu/cm 2 で

あ っ た 。い ず れ の 検 体 か ら も サ ル モ

ネ ラ 属 菌 及 び STEC は 分 離 さ れ な

か っ た が 、 外 皮 拭 き 取 り 10 検 体

（ 33.3%）、枝 肉 1 検 体（ 3.3%）は

STEC 遺 伝 子 陽 性 で あ っ た 。  

 施 設 C で は 、2021 年 9 月 〜 2022

年 2 月 に か け て 月 あ た り 5 と 体（ 各

枝 肉 及 び 外 皮 拭 き 取 り 検 体 ） 計 60

検 体 の 提 供 を 受 け た 。外 皮 拭 き 取 り

検 体 に お け る 一 般 細 菌 数 及 び 腸 内

細 菌 科 菌 群 数 の 平 均 ± 標 準 偏 差 は

4.84±1.02 log cfu/cm 2 、

1.61±1.29 log cfu/cm 2、 枝 肉 で の

一 般 細 菌 数 及 び 腸 内 細 菌 科 菌 群 数

の 平 均 ±標 準 偏 差 は 3.03±0.87 log 

cfu/cm 2、0.87±0.47 log cfu/cm 2 で

あ っ た 。い ず れ の 検 体 か ら も サ ル モ

ネ ラ 属 菌 及 び STEC は 分 離 さ れ な

か っ た が 、 外 皮 拭 き 取 り 16 検 体

（ 53.3%） 及 び 枝 肉 2 検 体 （ 6.7%）

で は STEC 遺 伝 子 が 陽 性 で あ っ た 。 

 

 豚 と 体 と 同 様 、牛 枝 肉 検 体 か ら は

サ ル モ ネ ラ 属 及 び STEC は 分 離 さ

れ ず 、対 象 施 設 に お け る 牛 と 体 の 衛

生 管 理 は 概 ね 適 切 に 行 わ れ て い る

と 思 わ れ た 。一 方 、外 皮 拭 き 取 り 検

体 で の STEC 関 連 遺 伝 子 陽 性 率 は

豚 に 比 べ て 相 対 的 に 高 い 値 を 示 し 、

牛 解 体 処 理 で は 外 皮 へ の 当 該 菌 汚

染 を 想 定 し て 剥 皮 前 洗 浄 、剥 皮 、そ

の 後 の 枝 肉 洗 浄 工 程 を 適 切 に 管 理

す る 重 要 性 が 示 唆 さ れ た 。  

 衛 生 指 標 菌 数 分 布 に つ い て は 施

設 間 で 明 確 な 差 異 は 確 認 さ れ な か

っ た 。 施 設 A では、外皮拭き取りがと

体洗浄後に行われたが、と体洗浄前に採

材した他の 2 施設の検体に比べて STEC

遺伝子陽性率は高値を示した。このこと

は、施設 A での外皮のついた状態でのと

たい洗浄方法の見直しが、当該菌汚染の

可能性を低減する上での対策事項として

抽出されたと言えよう。 

 牛 と た い に つ い て も 、外 皮 拭 き 取

り 検 体 及 び 枝 肉 検 体 を 、STEC 遺 伝

子 検 出 の 有 無 で 2 群 に 分 け 、衛 生 指
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標 菌 数 と の 関 連 性 を 検 討 し た（ 図 2）

と こ ろ 、 外 皮 拭 き 取 り 検 体 で は

STEC 遺 伝 子 陽 性 検 体 の 一 般 細 菌

数 は 5 log cfu/cm 2 以 上 、 腸 内 細 菌

科 菌 群 数 は 2 log cfu/cm 2 以 上 を 示

し た ほ か 、枝 肉 検 体 で は 衛 生 指 標 菌

数 の 減 少 と 共 に 病 原 性 大 腸 菌 関 連

遺 伝 子 が 殆 ど 検 出 さ れ な く な る 傾

向 が 認 め ら れ た 。  

 

D.結 論  

 本 年 度 は 、国 内 3 と 畜 場 で 豚・牛

の 枝 肉 切 除 検 体 及 び 外 皮 拭 き 取 り

検 体 に お け る 衛 生 指 標 菌 数 と 病 原

菌 検 出 結 果 の 関 連 性 を 検 討 し 、以 下

の 知 見 を 得 た 。  

・ 豚 及 び 牛 枝 肉 検 体 は 全 て サ ル モ

ネ ラ 属 菌 及 び STEC 陰 性 が 確 認 さ

れ 、対 象 施 設 で の 豚・牛 の 解 体 処 理

工 程 に お け る 衛 生 管 理 は 概 ね 適 切

に 行 わ れ て い る と 考 え ら れ た 。  

・外 皮 拭 き 取 り 検 体 か ら は 、特 に 牛

で 相 対 的 に 高 い STEC 遺 伝 子 陽 性

率 を 認 め る 等 、 剥 皮 前 洗 浄 、 剥 皮 、

そ し て そ の 後 の 枝 肉 洗 浄 が こ れ ら

の 汚 染 低 減 に 重 要 な 工 程 で あ る こ

と が 確 認 さ れ た 。  

・STEC 遺 伝 子 検 出 結 果 と 衛 生 指 標

菌 数 分 布 の 関 連 性 探 索 を 通 じ 、牛 外

皮 拭 き 取 り 検 体 で は 、STEC 遺 伝 子

陽 性 検 体 の 一 般 細 菌 数 は 5 log 

cfu/cm 2 以 上 、腸 内 細 菌 科 菌 群 数 は

2 log cfu/cm 2 以 上 を 示 し 、 外 皮 洗

浄 の 重 要 性 が 更 に 強 調 さ れ た 。  

 

E.健 康 危 険 情 報  

な し  

 

F.研 究 発 表  

（ 誌 上 発 表 ）  

なし 

（ 学 会 等 発 表 ）  

な し  

 

G.知 的 所 有 権 の 取 得 状 況・登 録 状 況  

な し  
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図 1 豚外皮拭き取り・枝肉検体における、衛生指標菌数分布と STEC 遺伝子検出成績

との関連性 
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図 2 牛外皮拭き取り・枝肉検体における、衛生指標菌数分布と STEC 遺伝子検出成績

との関連性 
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令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

分担研究報告書 
  

馬とたいに対するHACCP外部検証微生物試験採材部位設定に向けた研究 

 
 

研究分担者 朝倉 宏  国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部 
研究協力者 伊豆一郎  熊本県食肉衛生検査所 

 坂上友康  青森県十和田食肉衛生検査所 

 

研究要旨：国内のと畜場では、令和３年 6 月より HACCP に基づく衛生管理が本格

施行されている。厚生労働省による HACCP 外部検証に係る通知別添で示される微

生物試験では牛及び豚とたいが対象として例示されているが、と畜場で処理され

る獣畜にはめん羊、山羊、馬も含まれる。前年度実施しためん羊・山羊とたいを

対象とした検討に引き続き、本年度は馬とたいを対象とした微生物試験の実施に

あたり、適切な採材箇所の選定に係る根拠を集積することを目的として検討を進

めた。3 施設で処理された計 21 頭の馬とたいを対象に枝肉 3 部位の衛生指標菌分

布を解析したところ、胸部または腹部で「平均+2SD値」を超過した検体が確認さ

れ、馬とたいの解体処理工程における HACCP 外部検証を進める上で、これらの部

位を採材箇所として微生物試験を行うことが妥当と判断される知見を得た。ま

た、菌叢解析の結果より馬枝肉表面から検出された細菌として、腸内細菌科菌群

の占有率は総じて低い一方、土壌由来細菌が多くを占めたことから、当該獣畜の

解体処理にあたっては、特に体表からの交叉汚染を重点的に管理する必要性が示

唆された。 

Ａ. 研究目的 

平成30年に公布された「食品衛生法等の

一部を改正する法律」を受け、国内のと畜

場及び大規模食鳥処理場ではHACCPに基

づく衛生管理が求められることとなった。

その後、令和２年５月28日には、厚生労働

省より、「と畜検査員及び食鳥検査員によ

る外部検証の実施について」（生食発0528

第1号、生活衛生・食品安全審議官通知）

が発出され、各自治体の食鳥検査員は大規

模食鳥処理場における「HACCPに基づく

衛生管理」の状況を検証することが技術的 

 

助言として示された。同通知ではと畜検査

員が実施する微生物試験法も示されている

が、その対象としては牛及び豚とたいが例

示されている状況であった。一方、周知の

とおり、と畜場では、牛及び豚のほか、馬

やめん羊、山羊等も解体処理されており、

これらを取り扱う施設におけるHACCP外

部検証微生物試験の在り方として、牛豚と

同様でよいかを明示する根拠が見当たらな

い状況にあった。昨年度は、めん羊及び山

羊とたいを対象とした検討を進めたことを
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受け、本年度は、馬とたいを対象とした微

生物試験を行う際に、採材対象とすべき箇

所の選定に係る知見を収集することを目的

として検討を行ったので報告する。 

Ｂ. 研究方法 

1．と畜場における処理工程等の情報収集 

 研究協力を得た、馬を取り扱う、と畜場

3 施設における、解体処理に係る工程フロ

ーを調査し、確認を行った。 

 

2．微生物試験 

 冷却前の馬とたいについて、豪州の関連

ガイドラインに示される S1（胸部）、S2

（腹部）、及び S3（臀部）の 3 部位につい

て、「と畜検査員及び食鳥検査員による外

部検証の実施について」（生食発 0528 第 1

号、生活衛生・食品安全審議官通知）で示

される切除法により採材を行い、切除片 1

㎝２あたりの一般生菌数及び腸内細菌科菌

群数をそれぞれ求めた。 

 また、施設Ａ及びＢでは馬とたい関連検

体と同一個体の馬糞便検体を同時に採材し、

冷凍状態で弊所に輸送し、後述の菌叢解析

に供した。 

 

3. 統計解析 

 採材部位・指標菌の別に、得られた菌数

成績より、「平均+2SD 値」及び「80 パー

センタイル値」を求めた。 

 

4. 菌叢解析 

 上項 2.で微生物試験を行った際の検体懸

濁液を遠心分離し、得られた沈渣より total 

DNA を抽出した。これを鋳型として、

PCR により 16S rRNA V5-V6 領域を増幅し、

Ion CHEF/Ion Torrent PGM を用いた菌叢

解析に供した。取得配列から、不要配列を

除去した後、RDP classifier pipeline を用

いて階層分類を行った。部位別の菌叢多様

性は PERMANOVA 解析により評価した。 

 

C．研究結果 

１．馬とたいの解体処理工程フロー 

3 施設（Ａ-C）における馬とたいの解体

処理工程フローを確認し、聴取された情報

を基に工程フロー概略図を作成した（図 1）。 

施設Ａ及びＢで処理された馬とたいの多

くは、生食用馬肉製品として加工される状

況であった。一方、施設Ｃで処理された馬

とたいは加熱用馬肉として加工されていた。 

上述の背景との関連性は定かではないも

のの、枝肉が交叉汚染を受けた場合の措置

として、施設 A 及び C ではトリミング、施

設 B では火炎焼烙殺菌を行う体制にあった。 

 施設 B は馬のみを取り扱う施設であった

のに対し、施設 A 及びＣは牛も処理してい

た。但し、牛の解体処理とは時間帯で区分

化を行う運用体制にあった。 

 各施設の管理基準を設定している工程を

確認したところ、いずれの施設も冷却工程

で用いる冷蔵庫内温度及び冷却保持時間を

採用していた。このうち、施設 C では冷却

工程で用いる冷蔵庫の庫内温度（10℃以下）

及び冷却時間（10 時間以上）を管理基準

とし、そのモニタリングは自記温度記録計

を用いた 1 時間ごとの記録取得、作業前後

に工程担当者による目視での表示温度確認、

最後の枝肉を入庫した時間と次の稼働日の

最初の枝肉出庫時間の確認及び記録等で運

用を行っていた。 

 

 



55 

 

２. 馬とたいにおける衛生指標菌検出結果 

施設 A では 6 頭・18 検体、施設Ｂでは 9

頭・27 検体、施設 C では 6 頭・18 検体の

馬枝肉を対象として、冷蔵庫入庫前段階で、

3 部位の衛生指標菌検出状況を解析した。

結果として、施設 A の馬枝肉における一般

細菌数の平均±標準偏差値は S1（胸部）、

S2（腹部）、S3（臀部）でそれぞれ 1.41±

0.21 log CFU/cm2、2.04±1.23 log 

CFU/cm2、2.66±0.59 log CFU/cm2、腸内

細菌科菌群数の同値は S1 が 0.81±0.31log 

CFU/cm2、S3 が 0.71±0.24 log CFU/cm2

であった（図 2A）。なお、S2 は全 6 検体で

検出限界未満を示した。 

施設 B の馬枝肉における一般細菌数の平

均±標準偏差値は S1、S2、S3 でそれぞれ

0.93±0.42 log CFU/cm2、0.97±0.51 log 

CFU/cm2、0.74±0.26 log CFU/cm2であっ

た（図 2B）。なお、同施設由来検体におけ

る腸内細菌科菌群は全て検出限界未満であ

った。 

施設 C の馬枝肉における一般細菌数の平

均±標準偏差値は S1（胸部）、S2（腹部）、

S3（ 臀 部 ） で そ れ ぞ れ 3.16±0.77 log 

CFU/cm2、2.41±0.72 log CFU/cm2、3.07

±1.37 log CFU/cm2 であったほか、各部位

の 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 は 0.72±0.36 log 

CFU/cm2、0.71±0.51 log CFU/cm2、1.02

±0.71 log CFU/cm2 であった（図 2C）。 

 

 衛生指標菌検出結果の評価にあたり、厚

生労働省及び米国 USDA FSIS が参考値と

して例示する「平均+2SD」、及び欧州で解

析指標として例示する「80 パーセンタイ

ル値」を施設別・指標菌の別に求めたとこ

ろ、一般細菌数の両値は施設 A 由来検体で

は、S1 が 1.81 log CFU/cm2 及び 1.61 

CFU/cm2、S2 が 4.29 log CFU/cm2 及び

2.71 log CFU/cm2、S3 が 3.78 log 

CFU/cm2 及び 3.13 log CFU/cm2 であった

（表 1）。これらのうち、「平均+2SD 値」

を超過した検体は S2 で 1 検体のみが認め

られた一方、「80 パーセンタイル値」を超

過した検体は S1、S2、S3 で各 1 検体認め

られた（図 2A、表 1）。同様に、腸内細菌

科菌群数に関する両値は S1 が 1.39 log 

CFU/cm2 及び 1.21 CFU/cm2、S2 が 0.62 

log CFU/cm2 及び 0.61 log CFU/cm2、S3

が 1.17 log CFU/cm2 及 び 0.80 log 

CFU/cm2 であった（表 1）。これらのうち、

「平均+2SD 値」を超過した検体は S3 で 1

検体のみを認めたが、「80 パーセンタイル

値」を超過した検体は S1 及び S3 で各 1 検

体であった（図 2A、表 1）。 

 施設 B 由来検体における一般生菌数の

「平均+2SD 値」及び「80 パーセンタイル

値」はそれぞれ S1 が 1.69 log CFU/cm2 及

び 1.25 CFU/cm2、S2 が 1.90 log CFU/cm2

及び 1.22 log CFU/cm2、S3 が 1.24 log 

CFU/cm2 及び 1.02 log CFU/cm2 であった

（表 1）。これらのうち、「平均+2SD 値」

を超過した検体は S1 及び S2 で 1 検体認め

られたほか、「80 パーセンタイル値」を超

過した検体は S1、S2、S3 で各 2 検体認め

られた（図 2B、表 1）。 

 施設Ｃ由来検体における一般生菌数の

「平均+2SD 値」及び「80 パーセンタイル

値」はそれぞれ S1 が 4.70 log CFU/cm2 及

び 3.96 CFU/cm2、S2 が 3.85 log CFU/cm2

及び 2.85 log CFU/cm2、S3 が 5.81 log 

CFU/cm2 及び 4.23 log CFU/cm2 であった

（表 1）。これらのうち、「平均+2SD 値」
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を超過した検体は認められなかったが、

「80 パーセンタイル値」を超過した検体

は S1、S2、S3 で各 1 検体認められた（図

2C、表 1）。同様に腸内細菌科菌群数に関

する両値は S1 が 1.44 log CFU/cm2 及び

1.10 log CFU/cm2、S2 が 1.73 log 

CFU/cm2 及び 0.88 log CFU/cm2、S3 が

2.44 log CFU/cm2 及び 1.61 log CFU/cm2

であった（表 1）。これらのうち、「平均

+2SD 値」を超過した検体は S2 で 1 検体、

「80 パーセンタイル値」を超過した検体

は S1、S2、S3 で各 1 検体認められた（図

2C、表 1）。 

なお、全体の「平均+2SD 値」及び「80

パーセンタイル値」は一般生菌数がそれぞ

れ 4.06 log CFU/cm2 及 び 2.85 log 

CFU/cm2 であり、「平均+2SD 値」を超過

した検体は施設 A の 1 検体と施設 C の 3 検

体であった。また、腸内細菌科菌群数につ

いては、それぞれの値が 1.33 log CFU/cm2

及び 0.62 log CFU/cm2 であり、「平均

+2SD 値」を超過した検体は施設 C の 2 検

体であった（図 2）。 

  

3. 馬枝肉切除検体の菌叢解析結果 

 馬枝肉切除検体では、牛に比べて相対的

に低い腸内細菌科菌群数であったことから、

当 該 検 体 の 構 成 菌 叢 探 知 に 向 け 、16S 

rRNA 菌叢解析を行った。 

 全体を通じ、最も優勢であった菌群は、

Oxalobacteriaceae であり、最も高い占有

率を示した検体では90%を超過した（図3）。

同菌群の構成を確認したところ、Telluria

属及び Naxibacter 属等の土壌由来菌が占

める割合が高い状況であった。 

 一方、腸内細菌科菌群の占有率は総じて

低く（図 3）、同菌群の構成菌属を確認した

ところ、Enterobacter 属及び Yokonella 属

が最も高頻度に検出され、Cedecea 属がこ

れに続いた（表 2）。腸内細菌科菌群に属し、

牛肉の危害要因の一つとされるSalmonella

属は認められなかった（表 2）。なお、部位

別では S1（胸部）の検体が最も菌叢多様

性に富んでいた（データ未載）。 

 

4. 馬糞便検体の菌叢解析結果 

 馬枝肉切除検体での腸内細菌科菌群の低

い占有率が示されたことを踏まえ、次に馬

糞便検体を対象とした菌叢解析を実施した。

結 果 と し て 、 馬 糞 便 検 体 で は

Clostridiaceae、Ruminococcaceae 等が占

め る割合 が高く 、Oxalobacteriaceae や

Enterobacteriaceae の占有率は総じて低い

値を示し、馬枝肉検体とは大きく異なる菌

叢構成であることが確認された（図 3）。 

 

D. 考察 

本研究ではと畜場で解体処理を受ける馬

を対象とした際の HACCP 外部検証微生物

試験の円滑な実施に向け、牛豚を対象とす

る既出試験法の適用可能性を、特に採材部

位選定に係る知見の創出を図ることを主た

る目的として検討を進めた。 

 計 3 施設の処理工程を踏まえた上で行っ

た微生物試験成績を基に、「平均+2SD 値」

を超過した検体の採材部位を確認した結果、

S1（胸部）または S2（腹部）が該当した

ことから、これらの部位を採材箇所として

設定することが、馬とたいの工程管理の適

切性を判断するための微生物試験成績の集

積を図る上で有用と考えられた。 

 また、本研究では、腸内細菌科菌群が施
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設 B 由来検体ではいずれも不検出であった

ことから、菌叢解析を進め、結果として腸

内細菌科菌群の占める割合が牛等に比べて

極めて少ない状況にあることが確認された。 

次いで行った馬糞便検体における菌叢解析

結果からも、腸内細菌科菌群の占有率は低

い状況にあった。これらの知見は、腸内細

菌科菌群に属するサルモネラ属菌や病原大

腸菌を馬の解体処理工程における危害要因

として想定する意義が低いようにも思われ

るが、欧米では馬肉を介したサルモネラ食

中 毒 事 例 が 報 告 さ れ て い る こ と

（Epidemiol. Infect. 2005. 133:373-376.等）

を踏まえると、そのおそれを否定できる状

況にはなく、従って馬とたいの HACCP 外

部検証を行う上では牛豚と同様に、腸内細

菌科菌群試験を含めることが妥当と考えら

れた。 

また、菌叢解析結果からは土壌由来細菌

が馬枝肉における構成菌叢となっている状

況が確認された。このことは、腸管内容物

の管理に加え、体表から枝肉への交叉汚染

を管理するための対策を講じることで衛生

管理上の更なる向上に繋がる可能性を示唆

していると考えられる。今後、馬体表にお

ける菌叢解析や指標菌定量試験を行うこと

で、外皮の衛生的取り扱いが馬とたいの解

体処理工程における衛生管理の向上に資す

る可能性を指し示すことが可能となるもの

と期待される。 

 

E. 結論 

と畜場 3 施設で処理される馬とたいを対

象とした衛生指標菌定量試験を実施し、

「平均+2SD 値」の超過を指し示す検体の

採材部位としては胸部または腹部であった

ことから、これらを採材部位として微生物

試験に供することで馬の解体処理工程にお

ける衛生管理の検証を合理的に行えると考

えられる知見を得た。また、馬枝肉におけ

る構成菌叢として腸内細菌科菌群が占める

割合は牛等に比べて低く、対して土壌由来

細菌が多くを占める結果が得られたことか

ら、体表から枝肉への細菌汚染が対象施設

での衛生確保に重要な意義を示すと推察さ

れた。引き続き、その検証を行っていきた

い。 

 

F. 研究発表 

論文発表 

1. Asakura H, Yamamoto S, Sasaki Y, 

Okada Y, Katabami, Fujimori A, 

Munakata K, Shiraki Y, Nishibu H, 

Hisamoto C, Kawase J, Ojima Y, 

Kiyoshima A, Shiroma K: Bacterial 

distribution and community structure 

in beef cattle liver and bile at 

slaughter. Journal of Food Protection. 

2022;85:424-34. 

学会発表 

1. 朝倉宏, 中山達哉, 山本詩織, 伊澤和輝, 

川瀬遵, 鳥居恭司, 村上覚史: 長期飼育

を 通 じ た, 採 卵 鶏 に お け る

Campylobacter jejuni の腸管定着の

経時変動並びに腸内菌叢・脂質組成

との関連性探索. 第 164 回日本獣医学

会学術集会 (2021.9.7) 

2. 中村寛海, 秋吉充子, 山本香織, 梅田薫, 

平井佑治,朝倉宏, 阿部仁一朗: mP-

BIT 法による食中毒起因カンピロバ

クターの流行動態解析. 第 14 回日本

カ ン ピ ロ バ ク タ ー 研 究 会 総 会 
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(2021.9.24) 

3. 朝倉宏: 最近の食中毒の傾向と対策. 

文部科学省 学校給食の衛生管理等に

関する指導者講習会 (2021.7.1)  

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 
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図１．協力施設における馬の解体処理工程フロー概要図．  
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図 2. 馬枝肉検体における衛生指標菌検出成績． 

3 部位（S1、胸部；S2、腹部；S3、臀部）での一般生菌数及び腸内細菌科菌群数を示す。 
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図 3. 施設Ａ/Ｂ由来の馬枝肉検体及び糞便検体を対象とした菌叢解析結果概要． 

上図は細菌科階層でのバーチャートを示す。 
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表 1. 馬枝肉 3 部位における衛生指標菌検出菌数分布成績概要． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位 （陽性/供試）検体数 平均+2SD値 80パーセンタイル値 最大値 Variance

施設A

一般生菌数 S1 6/6 1.81 1.61 1.64 0.04

S2 6/6 4.29 2.71 4.49 1.52

S3 6/6 3.78 3.13 3.16 0.35

腸内細菌科菌群数 S1 3/6 1.39 1.21 1.23 0.10

S2 0/6 0.62 0.61 0.62 ＜0.01

S3 1/6 1.17 0.80 1.21 0.06

施設B

一般生菌数 S1 4/9 1.69 1.25 1.71 0.18

S2 4/9 1.90 1.22 2.07 0.26

S3 2/9 1.24 1.02 1.22 0.07

腸内細菌科菌群数 S1 0/9 - - - -

S2 0/9 - - - -

S3 0/9 - - - -

施設C

一般生菌数 S1 6/6 4.70 3.96 4.30 0.60

S2 6/6 3.85 2.85 2.86 0.52

S3 6/6 5.81 4.23 4.57 1.87

腸内細菌科菌群数 S1 2/6 1.44 1.10 1.32 0.13

S2 1/6 1.73 0.88 1.76 0.26

S3 3/6 2.44 1.61 2.28 0.50
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表 2. 施設 A 及び B の馬枝肉検体より検出された腸内細菌科菌群に属する主な菌属 

 

菌属 

検出検体数   

施設 A 

(n=18) 

施設 B 

(n=27) 

計 

(n=45) 
最大% 平均% 

Enterobacter 8 7 15 1.28% (A) 0.03% 

Yokenella 9 6 15 0.01% (A) <0.01% 

Cedecea 6 4 10 0.29% (A) <0.01% 

Leclercia 3 5 8 <0.01% <0.01% 

Klebsiella 5 2 7 0.05% (A) <0.01% 

Raoultella 0 7 7 0.04% (B) <0.01% 

Escherichia/Shigella 4 4 8 1.77% (A) 0.04% 

Trabulsiella 3 2 5 0.14% (A) <0.01% 

Mangrovibacter 2 3 5 <0.01% <0.01% 

Kluyvera 1 3 4 <0.01% <0.01% 

Citrobacter 1 1 2 0.03% (B) <0.01% 

Buttiauxella 1 1 2 0.02% (B) <0.01% 

Kosakonia 2 0 2 <0.01% <0.01% 

Gibbsiella 0 1 1 <0.01% <0.01% 

Franconibacter 1 0 1 <0.01% <0.01% 
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令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

分担研究報告書 
  

食鳥処理場での冷却後の採材時間軸の妥当性に関する研究 

 
 

研究分担者 朝倉 宏  国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部 
研究協力者 田辺美弥子 青森県十和田食肉衛生検査所 

 佐々木治美 青森県十和田食肉衛生検査所 
 坂上友康  青森県十和田食肉衛生検査所 

 

研究要旨：国内の大規模食鳥処理場については、令和３年 6 月より HACCP に基づ

く衛生管理が本格施行され、各施設及び管轄自治体ではその対応が求められてい

る。HACCP 外部検証のための微生物試験に際して、現行通知では処理半ばの食鳥

とたいを冷却工程後に採材することとなっている。一方、採材時点の根拠となる知

見は明確には示されていない状況であったことから、本分担研究では、大規模食鳥

処理場において、異なる時系列で冷却工程を経た食鳥とたいを採材し、微生物試験

に供し、定量的変動を解析した。結果として、衛生指標菌数（一般生菌数、腸内細

菌科菌群数）及びカンピロバクター属菌数はそれぞれ処理開始直後に比べ、処理半

ばでは増加傾向が見受けられ、処理の半ばを採材時点とする現行の HACCP 外部検

証通知で示される採材時期の妥当性を裏付ける知見と考えられる。一方、冷却工程

の汚染動態を直ちに評価できる状況にはないことから、次年度には、冷却水中の微

生物動態に加え、物性の動態評価にあたりたい。 

Ａ. 研究目的 

平成30年に公布された「食品衛生法等の

一部を改正する法律」を受け、国内のと畜

場及び大規模食鳥処理場ではHACCPに基

づく衛生管理が求められることとなった。

その後、令和２年５月28日には、厚生労働

省より、「と畜検査員及び食鳥検査員によ

る外部検証の実施について」（生食発0528

第1号、生活衛生・食品安全審議官通知）

が発出され、各自治体の食鳥検査員は大規

模食鳥処理場における「HACCPに基づく

衛生管理」の状況を検証することが技術的

助言として示された。同通知では検査員が

実施する微生物試験法も示され、食鳥処理

場では、最終冷却後の水切りを行った後の

食鳥とたいを微生物試験検体とすることと

された。また、検体を採取する食鳥とたい

の選定にあたっては、採材時刻の指定はな

いものの、食鳥処理の始めのロットは可能

な限り避け、処理半ばの食鳥とたいを選定

することとされた。この選定条件は施設毎

に施設設備要件や処理羽数、処理速度も多

様であることを踏まえた措置と思料される

が、「処理半ば」とする明確な科学的根拠

は見当たらない状況にあると考えられた。 

 以上の背景より、本分担研究では国内の
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大規模食鳥処理場の中で一般的な肉用若鳥

を中抜き方式で処理する施設において、同

施設を所管する食肉衛生検査所の協力を得

つつ、異なる時系列の冷却後食鳥とたいよ

り首皮試料を採材し、外部検証通知で示さ

れる微生物試験（一般生菌数、腸内細菌科菌

群数、及びカンピロバクター菌数）を求め、

処理の進捗に応じた食鳥とたいの微生物汚

染状況変動を解析し、「処理の半ば」を採材

時点とする現行通知の妥当性に関して考察

を行ったので報告する。 

 

Ｂ. 研究方法 

1．食鳥処理場における処理実態調査 

 研究協力を得た、大規模食鳥処理場にお

いて、処理工程フロー、並びに年間処理羽

数、年間稼働日を確認した。また、冷却工程

に係る情報としては管理基準を確認すると

共に、前工程にあたる中抜き工程において、

食鳥検査員による 5 分間の目視確認を行い、

同工程での総処理とたい数及び腸切れが生

じたとたい数を記録した。 

 

2．微生物試験 

 冷却後食鳥とたい首皮試料の採材につい

ては外部検証通知に従って行った。また、そ

の後の微生物試験については、AFNOR 等で

ISO 法との同等性が確認されている、自動

定量検出装置 TEMPO（ビオメリュー）を用

いて、一般生菌数、腸内細菌科菌群数、カン

ピロバクター菌数をそれぞれ求めた。 

 

3. 統計解析 

 各時系列間での菌数分布について、

Mann-Whitney 検定により比較解析を行い、

p<0.05 を有意差ありと判定した。 

 

C．研究結果 

１．対象施設における食鳥処理状況並びに

微生物試験結果概要 

まず、大規模食鳥処理場に対し、食鳥処理

の状況を確認したところ、前年度実績とし

ての年間処理羽数は 5,609,695 羽、年間稼

働日数は 280 日であり、稼働日あたりの平

均処理羽数は約 2 万羽と試算された。また、

同施設では冷却水中の次亜塩素酸ナトリウ

ム濃度を残留塩素濃度として 50 ppm を管

理基準（CL）としており、また冷却水は槽

内で循環させつつ、オーバーフロー式循環

を行いつつ、点滴法で次亜塩素酸ナトリウ

ム溶液を添加する、一般的な処理方式をと

っていた。また、中抜き工程での腸切れ頻度

について、1 稼働日において、5 分間の目視

確認を行ったところ、195 羽中 30 羽で腸切

れの発生が確認された。 

2 稼働日にわたり、冷却工程後の食鳥と

たいを時系列を追って採材し、微生物試験

に供したところ、処理直後（0 時間後）の時

点で採材した食鳥とたい首皮１g あたりの

平均菌数は、一般生菌数が 4.74 log CFU/g、

腸内細菌科菌群数が 2.99 log CFU/g、カン

ピロバクター菌数が 1.09 log CFU/g であっ

たが、処理半ばにおける各菌数はそれぞれ

5.29 log CFU/g、3.23 log CFU/g、1.35 log 

CFU/g となり、いずれも処理開始直後の検

体に比べ、有意な増加を示した（図 1）。 

更に処理が進んだ処理終盤の食鳥とたい

首皮における菌数は、一般細菌数が 5.42 log 

CFU/g 、 腸 内 細 菌 科 菌 群 数 が 3.15 log 

CFU/g、カンピロバクター菌数は 1.80 log 

CFU/g となり、一般生菌数及びカンピロバ

クター菌数はやや増加傾向を示したが、処
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理半ばに比べ、有意な差異は認められなか

った（図 1）。 

 

D. 考察 

本研究では食鳥検査員が実施する外部検

証微生物試験における採材時点を処理半ば

とする妥当性を評価することを目的として、

一般的な処理工程を有する大規模食鳥処理

場における冷却後食鳥とたいを試料とした

微生物試験を行い、それらの時系列挙動を

解析した。本研究結果から、処理開始直後の

食鳥とたいを採材することが望ましくなく、

半ば以降での試料確保が望ましいことが確

認された。 

また、採材時点を検討するにあたり、当該

施設では中抜き工程での腸切れ頻度を目視

確認することで、腸切れの発生頻度に関す

る情報収集につとめた。冷却工程前におけ

る腸切れ発生は糞便等の交叉汚染に直接的

な影響を及ぼす要因と考えられることから、

HACCP に基づく衛生管理を更に向上させ

ていく上では、処理工程を通じた実態把握

とその情報に基づいた形での工程管理の改

善措置の設定が有効な手立てとなるものと

期待される。特にＣＣＰ工程とすることの

多い冷却工程については、換水頻度や殺菌

剤の有効持続時間をはじめとする不明な点

が多い。次年度以降には、こうした点を踏ま

え、冷却水中の微生物挙動に加え、濁度や殺

菌剤の有効成分濃度等の物性についても動

態を評価することで、処理場での衛生向上

に向けた知見の創出を図りたい。 

 

E. 結論 

大規模食鳥処理場での冷却工程後の食鳥

とたいにおける微生物汚染実態を処理の進

捗に応じて時系列比較し、処理半ば以降で

の検出菌数は処理開始直後に比べて有意な

増加を認め、処理半ば以降での採材が対象

施設での外部検証を行う上で必要かつ有用

なタイミングであることを裏付ける知見が

得られた。次年度には冷却水中の時系列変

動等についても検討を進め、冷却水の望ま

しい換水頻度等に関する知見、更にはカン

ピロバクター等の交叉汚染媒体として冷却

水が直接的に関与する可能性について探索

を進めたい。 

 

F. 研究発表 

論文発表 

1. Ogawa A, Nagaoka H, Asakura H. 

Draft genome sequence of 

Campylobacter jejuni ST-508 strain 

Shizu21005, isolated from an 

asymptomatic food handler in Japan, 

2021. Microbiol Resour Announc. 

2022: e0031622. 

2. Asakura H, Nakayama T, Yamamoto 

S, Izawa K, Kawase J, Torii Y, 

Murakami S: Long-term grow-out 

affects Campylobacter jejuni 

colonization fitness in coincidence 

with altered microbiota and lipid 

composition in the cecum of laying 

hens. Frontiers in Veterinary Science. 

2021;8:675570. 

 

学会発表 

1. 朝倉宏、山本詩織、町田李香、中馬猛

久．南九州で製造加工される生食用食

鳥肉製品における衛生指標菌汚染分

布と工程管理との関連性に関する検
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討．第 42 回日本食品微生物学会学術

総会．(2021.9.21～10.20) 

2. 朝倉宏: 生食用食鳥肉の製造加工を

通じたリスク管理について. 第 58 回

獣医疫学会学術集会シンポジウム 

(2021.8.28) 

3. 朝倉宏: 食肉および食鳥肉の衛生管

理における定量的微生物モニタリン

グ. 第 42 回日本食品微生物学会学術

総会 (2021.9.21) 

4. 朝倉宏: 生食用食鳥肉製造加工の高

度衛生管理に関する研究について.  

厚生労働省令和 3 年度食肉及び食鳥

肉衛生技術研修並びに研究発表会 

(2022.1.25-27) 

5. 朝倉宏: 外部検証の微生物試験の分

析結果について. 厚生労働省令和 3

年度食肉及び食鳥肉衛生技術研修並

びに研究発表会 (2022.1.25-27) 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 
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図１．冷却工程後の食鳥とたい首皮における微生物の時系列動態． 
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令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究 

分担研究報告書 

生食用食鳥肉の高度衛生管理に関する研究 

 

分担研究者 中馬猛久 鹿児島大学共同獣医学部 

 

研究要旨 

 南九州地域では多くの生食用食鳥肉が製造加工されている。これまで大規模食鳥処理場・加

工施設での衛生管理実態等については検討が進められ、望ましい衛生管理手法が提案されてきて

いる一方、同食品を取扱う施設の多くは小規模である。本分担研究では、認定小規模食鳥処理場

における処理工程の多様性に基づき、工程管理実態把握、問題点抽出、衛生管理の改善に取り組

み、生食用食鳥肉の更なる安全性確保の向上を図ることを目的とし、処理場搬入鶏のクロアカス

ワブ、脱羽後、チラー後、焼烙後、解体後の皮または肉、および最終製品、さらに、鶏盲腸内容

物中のカンピロバクターを定量的に調査した。本年度の研究調査では 6 形態の認定小規模食鳥処

理場を調査することができ、その衛生管理状況の詳細が明らかになった。処理場により解体工程

は一様でなくそれぞれに対し適切な管理を行う必要があると考えられた。生食用食鳥肉の生産過

程におけると体表面焼烙は、その過程でのカンピロバクター汚染阻止に有効ではあるが、焼烙後

の交差汚染及び食肉部分への汚染を防ぐ措置も必要と考えられた。 

 

A 研究目的 

南九州地域では多くの生食用食鳥肉が製造

加工され、管轄自治体はその衛生管理に関す

るガイドラインを作成している。これまで大

規模食鳥処理場・加工施設での衛生管理実態

等については検討が進められ望ましい衛生管

理手法が提案されてきているが、同食品を取

扱う施設の多くは小規模であることから、そ

の実態に沿った衛生管理手法を提示する必要

が求められている。このような小規模処理施

設における処理工程は小規模であるが故に、

極めて多様な方法がとられていると想定され

たことから、本分担研究では、それらの小規

模施設の多様性について、特に衛生管理実態

の把握と問題点の抽出を行うことで、生食用

食鳥肉製品の更なる安全性確保に向けた製造

加工工程の衛生管理向上に資することを目的 

 

として検討を行ったので報告する。 

 

B 研究方法 

1. 調査対象施設 

鹿児島県内の生食用食鳥肉を取り扱う認定

小規模食鳥処理場及び食肉加工施設のうち、

処理工程が異なることが事前聴取により確認

できた、６施設（A〜F）を対象として調査

を行った。それぞれの処理場の主な特徴を挙

げ、処理工程の概略と調査回数を表１に示

す。 

 

2. 供試材料 

処理場搬入鶏のクロアカスワブ、処理工程

における鶏の皮または肉を材料として 25g

採取した。クロアカ（総排泄腔）スワブは滅
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菌綿棒によって採取した。解体加工工程か

ら、脱羽後、チラー後、焼烙後、解体後に皮

または肉を、最終製品を含めてそれぞれ採取

した。さらに、それぞれの鶏の盲腸を結紮し

て採取した。本研究では、A〜F の 6 施設を

対象とし、解体処理工程における食鳥と体の

カンピロバクター汚染動態に加え、必要に応

じて、まな板などのふき取りによる施設環境

調査、や農場における保菌状況調査もあわせ

て実施した。 

 

3. カンピロバクターの分離・同定及び定量 

採取したクロアカスワブについて、カンピ

ロバクターの存在の有無を調べるため、プレ

ストン液体培地（Oxoid、Ltd．）10ml に接

種し、増菌培養後、1 検体につき 1 白金耳量

をバツラー寒天培地（Oxoid、Ltd．）に画線

塗布した。バツラー寒天培地上に発育したカ

ンピロバクター様コロニーについて、位相差

顕微鏡を用いてらせん状桿菌の性状を確認し

た上で、Mueller-Hinton（MH）寒天培地

（Oxoid）に 1 検体につき 1 コロニーを画線

塗布し、純培養した。一連の菌分離にあたっ

て、培養はすべて微好気条件下、42℃、48

時間で実施した。菌種の同定には、C. jejuni

の特異的プライマー（VS15/VS16）、C. coli

の特異的プライマー（CC18F/CC519R）を

用いた PCR 法により実施した。反応液組成

は、計 4 種のプライマー保存溶液（各 2 

pmol/µl）をそれぞれ 2µl ずつ EmeraldAmp 

PCR Master Mix（TAKARA BIO、 Shiga、 

Japan）10µl、滅菌蒸留水 2µl と合わせ、 

20µl 総量とし、これに 1 白金線量のコロニ

ーを直接添加した後、反応を開始した。陽性

コントロールには、C. jejuni ATCC 33560

株、C. coli ATCC 33559 株由来 DNA を用い

た。PCR は、94℃30 秒、56℃30 秒、72℃

30 秒の 35 サイクルで実施した。反応後の

PCR 産物は、1.5%アガロースゲル

（AMRESCO、Ohio、 US）で 100V、60 分

電気泳動を行い、エチジウムブロマイド染色

後に増幅断片の有無及び分子量を確認した。 

採取した鶏肉については、最確数

（MPN） 3 本法を用いて、カンピロバクタ

ー菌数を推定した。鶏皮または肉 25ｇとプ

レストン液体培地（Oxoid、 Hampshire、 

UK）225ml を 1 分間ストマッキング処理

し、検体懸濁液を調整した。その後、同懸濁

液 10ml を 3 本作成したほか、同懸濁溶液

1ml、0.1ml をそれぞれ 3 本ずつプレストン

液体培地 9ml、9.9ml に接種し、10ml の 10

倍、100 倍希釈液として培養した。その後、

培養液より１白金耳をとり、バツラー寒天培

地（Oxoid）に画線塗布し培養に供した。同

定はクロアカスワブの場合と同様に実施し

た。 

盲腸内容物におけるカンピロバクター菌数

算定には平板希釈法を用いた。盲腸内容物

0.5g を 4.5ml のチオ硫酸ナトリウム緩衝ペ

プトン水で 10 倍希釈後、5 段階の 10 倍階段

希釈液を作成した。各希釈液は各 2 枚ずつの

mCCDA 培地に平板培養した。微好気条件下

で、42℃48 時間で培養後、培地上の菌数を

算定した。分離・同定は MPN3 本法と同様

に実施した。 

環境材料のスワブサンプルはクロアカスワ

ブと同様にプレストンブロスにて増菌培養、

バツラー寒天培地によって分離、PCR で同

定を行った。 

 

C. 研究結果及び考察 

 研究対象とした計 6 施設それぞれについ

て、処理工程の概要及び処理工程を通じたカ

ンピロバクター検出成績を以下に記す。 

A 処理場では、懸吊焼烙、外剥、解体の順

で処理されていた。この処理場では鶏を自家
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飼育しており、農場の事前調査で、鶏直腸ス

ワブ１２検体、落下糞便、飲水、いずれから

もカンピロバクターが分離されることはなか

ったことから、飼育段階からカンピロバクタ

ー陰性と判断し、処理工程は調査しなかっ

た。 

施設 B では、網上焼烙、外剥、解体の手

順をとっていた。１回目の調査では、鶏個体

を６羽識別して汚染状況を調べたところ、表

2-1 に示すように表面焼烙後の皮や肉からカ

ンピロバクターが検出されることはなかっ

た。しかしながら、個体を識別することなく

多数羽処理工程で無作為に皮または肉を得て

行った２/３回目の調査では、焼烙後の皮、

肉、及び製品から微量ながらカンピロバクタ

ーが検出された（表 2-2、-3）。このことか

ら、処理工程中の人為的交差汚染の可能性が

示唆された。すなわち、多くの鶏を一度に多

数処理する場合、放血脱羽処理室と食肉解体

室との間での人や物の不適切な移動が問題と

なるものと思われる。 

 施設 C では、内臓中抜、網上焼烙後、ト

ラックで焼烙後と体を運搬移動し、別棟で解

体製品化し、販売を行う形をとっていた。１

回目の調査では、焼烙後の皮と肉、及び製品

にわずかながらカンピロバクターが検出され

た（表 3-1）。焼烙直後にと体内腔から交差

汚染しないよう取り扱いを衛生指導したとこ

ろ、２回目の調査では、表面焼烙後の検体か

ら菌が検出されることはなかった（表 3-

2）。 

 施設 D では、内臓中抜後にチラー処理を

行い、その後、個別に水道水で腹腔内を洗

浄、網上焼烙、解体、製品化をいう手順をと

っていた。調査の結果、チラー洗浄後の皮か

らわずかに菌が検出されたが、表面焼烙後で

はいずれの検体からも菌は検出されなかった

（表 4）。中抜きによる処理法でも適切にと

体を取り扱えば表面焼烙により汚染を阻止で

きる可能性が推察された。 

 施設 E では、チラー槽で冷却したと体を

チェーンに掛けて移動させながら表面焼烙を

行い、冷水シャワーによる再冷却した後、外

剥ぎで解体製品化する工程であった。表面焼

烙直後の皮は陰性であったが、シャワー冷却

後に１検体微量ながら陽性が見られた（表

5）。解体後の肉、製品は陰性であった。表面

焼烙後の交差汚染を阻止することが課題とな

ると思われる。 

 施設 F では、搬入、放血、湯漬の工程から

チェーンによる懸吊を行い、大規模処理場と

ほぼ同様の作業によって、脱羽、内蔵中抜

き、チラー処理を行っていた。その後、と体

を再度チェーン懸吊して、風乾、表面焼烙、

氷冷、解体、製品化へと続く工程をとってい

た。本施設では、鶏個体の追跡調査を行うこ

とはできなかったため、１回目に拭き取り調

査を行った（表 6-1）。その結果、焼烙後の

と体の腹腔内スワブ１０検体中８検体がカン

ピロバクター陽性であった。また、解体室に

おけると体表面及びブロック肉の皮それぞれ

１０検体中２検体ずつ陽性例が見られた。ま

な板などの環境拭き取り検体は全て陰性であ

った。２回目調査における定量的検査におい

て、焼烙直後の皮は全て陰性であったものの

焼烙後氷冷中の皮や解体後の肉から微量なが

らカンピロバクターが検出された（表 6-

2）。中抜き後のと体腹腔内面は焼烙されない

ため、交差汚染の原因になりかねないと考え

られる。 

本年度の研究調査では異なる形態の工程を

取る 6 施設の認定小規模食鳥処理場/食肉処

理施設を調査することができ、その衛生管理

状況の詳細が明らかになってきた。処理場に

より解体工程は一様でなく、それぞれに対し

適切な管理を行う必要がある。生食用食鳥肉
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の生産過程でと体表面焼烙は、その過程での

カンピロバクター汚染阻止に有効ではある

が、焼烙後の交差汚染及び食肉部分への汚染

を防ぐ措置も必要と考えられた。 

 

D. 研究発表 

1. 論文発表 

・Duc VM, Kakiuchi R, Obi T, Asakura H,  

Chuma T. (2022) The incidence of 

Campylobacter contamination levels 

through chicken-sashimi processing steps 

in a small-scale poultry processing plant 

applying the external stripping method. J Vet 

Med Sci. 84 (3): 414-419. 

 

2. 学会発表 

・Vu Minh Duc、柿内梨那、小尾岳士、朝倉

宏、中馬猛久. Decontamination of 

Campylobacter through chicken-sashimi 

processing steps in a small- scale poultry 

processing plant applying the outer 

stripping method．第 164 回日本獣医学会学

術集会． 2021 年 9 月 7 日（火）から 13

日（月） 酪農学園大学（オンライン）． 

 

E．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

1.特許取得 

なし 

2.実用新案登録 

なし 
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表１. 調査対象施設における処理工程の概要と調査件数 

施

設  
処 理 工 程 の 概 要  

調

査  

回

数  

A  脱 羽 → 冷 却 → 懸 吊 焼 烙 → 外 剥 → 解

体 → 製 品  

事

前  

B  脱 羽 → 冷 却 → 網 上 焼 烙 → 外 剥 → 解

体 → 製 品  

３  

C  脱 羽 → 冷 却 → 内 臓 中 抜 → 網 上 焼 烙

→ 運 搬 移 動 → 解 体 → 製 品    

２  

D  脱 羽 → 内 臓 中 抜 → 冷 却 → 個 別 洗 浄

→ 網 上 焼 烙 → 解 体 → 製 品  

１  

E  脱 羽 → 冷 却 → チ ェ ー ン 懸 吊 焼 烙 →

シ ャ ワ ー 冷 却 → 外 剥 → 解 体 → 製 品     

１  

F  脱 羽 → 内 蔵 中 抜 → 冷 却 → 乾 燥 → チ

ェ ー ン 懸 吊 焼 烙 → 氷 冷 → 解 体 → 製

品      

２  

 

表 2-1. 処理場 B の調査結果（１回目） 

鶏 

番
号 

クロ 

アカ 
スワブ 

盲腸 

内容物 
(cfu/g) 

脱羽後 

の皮 
(MPN/10g) 

チラー 

後の皮 
(MPN/10g) 

 

鶏 

番
号 

クロ 

アカ 
スワブ 

盲腸 

内容物 
(cfu/g) 

焼烙後 

の皮 
(MPN/10g) 

カット 

後の肉 
(MPN/10g) 

製品
(MPN/10g) 

1 ＋ 3.2x105 240 240  4 ＋ 1.1x105 ― ― ― 

2 ＋ 1.7x105 1100 240  5 ＋ 1.5x105 ― ― ― 

3 ＋ 6.8x105 23 150  6 ＋ 6.4x104 ― ― ― 

 

表 2-2. 処理場 B の調査結果（２回目：MPN/10g） 

解体工程 
むね 

解体工程 
もも 

解体工程 
ささみ 

製品 
むね 

製品 
もも 

4 >1400 93 4 ― 

4 23 23 ― ― 

― ― 9 ― ― 
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表 2-3. 処理場 B の調査結果（３回目：MPN/10g） 

焼烙後 

皮 

解体工程 

むね 

解体保存 

   むね 

製品 

１ 

製品 

２ 

240 ― 4 240 9 

4 ― 4 15 4 

4 ― 4 ― 3 

 

表 3-1. 処理場 C の調査結果（１回目） 

鶏 
番

号 

クロ 
アカ 

スワブ 

盲腸 
内容物 

(cfu/g) 

脱羽後皮

(MPN/10g) 

チラー 
後の皮 

(MPN/10g) 

 
鶏 
番

号 

クロ 
アカ 

スワブ 

盲腸 
内容物 

(cfu/g) 

焼烙後皮 

(MPN/10g) 

解体後 
の肉 

(MPN/10g) 

製品

(MPN/10g) 

1 ＋ 6.6x103 >1400 43  4 ＋ 4.1x106 ― ― 23 

2 ＋ 3.8x105 460 240  5 ＋ 7.3x105 93 23 4 

3 ＋ LA >1400 460  6 ＋ 7.7x105 ― ― ― 

 

表 3-2. 処理場 C の調査結果（２回目） 

鶏 
番

号 

クロ 
アカ 

スワブ 

盲腸 
内容物 

(cfu/g) 

脱羽後 
の皮 

(MPN/10g) 

チラー 
後の皮 

(MPN/10g) 

 
鶏 
番

号 

クロ 
アカ 

スワブ 

盲腸 
内容物 

(cfu/g) 

焼烙後 
の皮 

(MPN/10g) 

解体後 
の肉 

(MPN/10g) 

製品

(MPN/10g) 

1 ＋ 8.0x102 >1400 43  4 ＋ 3.8x103 ― ― ― 

2 ＋ 4.8x105 460 240  5 ＋ 7.9x103 ― ― ― 

3 ＋ 3.5x105 >1400 460  6 ＋ 2.9x105 ― ― ― 

 

表 4. 処理場 D の調査結果 

鶏 

番

号 

クロ 

アカ 

スワブ 

盲腸 

内容物 

(cfu/g) 

脱羽後 

の皮 

(MPN/10g) 

チラー 
後の皮 

(MPN/10

g) 

 

鶏 

番

号 

クロ 

アカ 

スワブ 

盲腸 

内容物 

(cfu/g) 

焼烙後 

の皮 

(MPN/10g) 

解体後 

の肉 

(MPN/10g) 

製品

(MPN/10g) 

1  ＋ 1.7x106 460 23  4 ＋ 2.0x105 ― ― ― 

2  ＋ 1.3x107 1100 23  5 ＋ 2.2x104 ― ― ― 

3  ＋ 4.4x105 93 9  6 ＋ 5.2x104 ― ― ― 
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表 5. 処理場 E の調査結果 

鶏 
番

号 

クロ 
アカ 

スワブ 

盲腸 
内容物 

(cfu/g) 

脱羽後 
の皮 

(MPN/10g) 

チラー 
後の皮 

(MPN/10g) 

 
鶏 
番

号 

クロ 
アカ 

スワブ 

盲腸 
内容物 

(cfu/g) 

焼烙後 
の皮 

(MPN/10g) 

解体後 
の肉 

(MPN/10g) 

製品
(MPN/10g) 

1 ＋ 8.4x104 43 ―  4 ＋ 6.1x104 ― ― ― 

2 ＋ 2.1x104 93 ―  5 ＋ 5.4x106 ― ― ― 

3 ＋ 4.5x105 93 ―  6 ＋ 2.3x104 15 ― ― 

 

表 6-1. 処理場 F の調査結果（１回目） 

検体 
拭取 
場所 

検体 
数 

陽性 
数 

 検体 
拭取 
場所 

検体 
数 

陽性 
数 

チラー後風乾前と体 表面 10 1  氷冷後分割前と体 表面 10 2 

チラー後風乾前と体 腹腔内 10 1  分割後ブロック肉 皮面 10 2 

風乾後焼烙前と体 表面 10 0  冷蔵庫保管ブロック肉 皮面 5 0 

風乾後焼烙前と体 腹腔内 10 0  冷蔵庫保管ブロック肉 皮面 5 0 

焼烙後と体 腹腔内 10 8  環境 まな板など 10 0 

 

表 6-2. 処理場 F の調査結果（２回目：MPN/10g） 

チラー 

前の皮 

チラー 

後の皮 

焼烙 

  直後の皮 

焼烙後 

氷冷中の皮 

解体後 

の肉 
製品 

23 9 ― 4 4 ― 

23 9 ― 9 23 ― 

43 23 ― ― ― ― 

93 93 ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 



79 

 

令和 3 年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

 

分担研究報告書 

HACCP 検証の評価手法に関する研究  
 

研究分担者 小関成樹  北海道大学大学院農学研究院 

 
 

研究要旨：本分担研究では、国内のと畜場・食鳥処理場における HACCP に基づく衛

生管理状況の妥当性を検証するための評価手法を、国際動向を踏まえて構築すること

を目的として、本年度は、全国から厚生労働省に報告された検査データを精査し、牛・

豚・食鳥とたいにおける一般生菌数と腸内細菌科群数、ならびに食鳥とたいにおける

カンピロバクター数に関する国内の状況を解析した。また、それらの情報を衛生指導

へ有効活用するための効率的な評価手法の構築を目指し、Moving windows 方式での

評価手法案をエクセルファイルとして作成した。今後、これらの実効性を精査した上

で、最終的なファイルの提示へとつなげたい。 

Ａ. 研究目的 

 本分担研究では、と畜場及び大規模食鳥処理

場における「HACCP に基づく衛生管理」の実

施状況の妥当性を検証するための評価・検証方

法を国際的な動向を踏まえて構築し、最終的に

は、各事業者及び自治体等が自ら検証結果に基

づき、衛生管理状況の確認をすべき時系列や工

程、更には対策が行われた後の改善効果の評価

等の実施に資する解析手法の提供を目的とし

ている。 

令和３年度は、全国のと畜場・食鳥処理場で

取得された HACCP 外部検証微生物試験成績

のデータ解析に協力すると共に、こうしたデー

タの取得後に各対象施設の衛生管理状況の評

価に資する解析手法に関する原案の作成を進

めたので報告する。 

 

 

Ｂ. 研究方法 

1. 国内関連施設における検査成績の動向把握

のための解析 

各自治体から厚生労働省に報告がなされた

日本国内のと畜場及び大規模食鳥処理場にお

けるとたいの微生物試験データについて、匿名

化した上で、全体の傾向を分析し、各畜種ごと

に検査成績の統計学的状況を解析した。 

 

2．Moving windows 方式での試験結果解析フ

ォーマット原案に関する検討 

日本におけると畜場・食鳥処理場での微生物

検査実態を考慮しつつ、HACCP に基づく衛生

管理が先行的に実施されている欧州、米国、オ

ーストラリア、ニュージーランド等で多くの施

設で採用が進んでいる、“Moving windows 方
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式”での微生物検査成績の評価に関する手法の

円滑な導入を検討するため、Lee らの報告

（ Food Control. 58(12): 23-38. doi: 

10.1016/j.foodcont.2014.07.012）等で示され

る様式を参照しつつ、原案の作成にあたった。 

 

Ｃ．結果 

1. 国内施設での現状の検査状況の把握 

自治体から厚生労働省に報告された国内の

と畜場及び食鳥処理場における微生物試験デ

ータについて、全体の傾向を分析し、特に年間

を通じての変動性に着目した検討を進めた。現

時点では、検査結果データとして一般生菌数、

腸内細菌科数が大部分であったが、一部食鳥処

理場からはカンピロバクターのデータも取得

されていた。 

 令和元年度下半期と同様に、全体ではバラつ

きは見られたものの、牛、豚、及び食鳥の各と

たいにおける一般生菌数及び腸内細菌科菌群

数はともに、一定の範囲内に概ね収束すること

が確認された（図１）。衛生状態の良否を判断

する一つの目安として、「平均値＋２標準偏差

（SD）」を上限値として採用した場合、牛、豚

および食鳥とたいにおける一般生菌数は、それ

ぞれ 4.21 log CFU/ cm2、3.93 log CFU/ cm2

および 5.88 log CFU/g であった。同様に牛、

豚および食鳥とたいにおける腸内細菌科菌群

数はそれぞれ 1.60 log CFU/cm2、1.58 log 

CFU/ cm2 および 4.91 log CFU/g であった。

これらの数値は絶対的な基準とは言い切れな

いが、我が国での食肉とたいにおける一般的な

値として解釈され、同指標からの逸脱の有無を

もって、対象施設における衛生状況の判断を行

い得る数値としての活用が期待されると判断

された。 

食鳥処理場におけるカンピロバクター数の

分布等については、十分な継続的なデータの蓄

積がなされていないため、本年度での適合性を

判断するには至らなかった 

 

2．Moving window 方式での評価の検討 

 と畜場・食鳥処理場における牛、豚、及び食

鳥とたいにおける一般生菌数、腸内細菌科数、

並びに食鳥とたいにおけるカンピロバクター

菌数に係る試験結果は、HACCP に基づく衛生

管理が適切に実行されているかを評価するた

めの基礎データとしての活用が期待される。検

査体制の実態を考慮すると、現状では月に一回

程度の検査が現実的であることから、この検査

間隔を基準にして、Moving windows 方式での

評価を実施するためのエクセルのスプレッド

シートを構築した（図２）。Moving windows 

方式を採用する場合には、window 幅（間隔）

の設定が問題になるが、現状の日本の検査体制

を考慮すれば、月に一回の検査で 3 ヶ月ごと、

あるいは６ヶ月を一つの評価 window として

検討するのが妥当と考えられた。 

 上述のスプレッドシートへあると畜場で処

理された牛枝肉の微生物試験成績データ（一般

生菌数）を入力した場合には、図 3 に示したよ

うな経時的な菌数変動グラフが自動的に生成

される形式とした。同グラフでは、上側に示さ

れた赤色点線（上限値＝平均値+2SD）を２回

連続で超えるような事態が発生した場合には、

工程管理の異常を疑い、作業工程の点検を実施

する、といった意思決定の支援ツールとして活

用することが期待される。 

  

Ｄ. 考察 

 欧米諸国等の動向を考慮すると、サンプリン

グプランを考慮した基準設定が理想的ではあ

るが、国内のと畜場・食鳥処理場は欧米に比べ

て集約化が進んでおらず、管理体制や施設設備

の多様性を鑑みた対策が必要と考えられる。こ

の視点からは、頻回に微生物試験を実施できる

状況にはない施設・自治体も多いと考えられる
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ため、最低ラインとして月に一回程度の微生物

検査実施が現時点では現実的なところと推察

される。継続的なデータ蓄積は、施設の衛生管

理実態に係る時系列変化を把握していくため

に有用であり、HACCP に基づく管理体制の良

否を判断することにつながるであろう。 

 現状では食鳥処理場でのカンピロバクター

数の評価基準策定にはデータが圧倒的に不足

しており、日本国内の事情を反映した評価基準

の策定は難しいところである。今後、急激にカ

ンピロバクター数データが蓄積されるかは不

透明であるが、仮に十分な基礎検査データが蓄

積されなかった場合には、諸外国の基準を参照

した形での Moving window 方式を採用した評

価方法を構築していくことも一つの対応策と

してありうると考えられる。 

 

Ｅ. 結論 

 本年度は、国内でのと畜場・食鳥処理場にお

ける牛、豚、食鳥とたいの微生物汚染成績を把

握して、今後の国内での検証方法の確立に向け

た基礎知見を集積できた。また、検査データの

入力分析システムフォーマットを、今後の本格

的な導入に向けて準備を進めることができた。 

 

Ｆ. 研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

 なし  

 

Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

 なし
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図 1 と畜場および食鳥処理場における牛肉、豚肉、鶏肉の一般生菌数（a）および腸内細菌科数

（b）の分布 

 

 

 

  

(a) (b) 
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図２ Moving windows 方式での微生物試験結果を評価するためのエクセルスプレッドシート例． 
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図３ あると畜場で処理された牛枝肉の持続的微生物試験成績（一般生菌数）のグラフ例． 
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令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

分担研究報告書 
  

と畜場等での内部検証に関する研究 

 
 

研究分担者 山崎栄樹 国立大学法人帯広畜産大学 
動物・食品検査診断センター 

研究協力者 倉園久生 国立大学法人徳島大学  
研究支援・産官学連携センター 

 奥村香世 国立大学法人帯広畜産大学 
      獣医学研究部門 

 

研究要旨：と畜場法及び同施行規則、及び食鳥処理場の事業の規制及び食鳥検査に

関する法律及び同施行規則の改正に伴い、と畜場及び食鳥処理場では自治体等が行

う外部検証が要件とされた。外部検証を効果的に実施する上では事業者が自ら行う

内部検証活動との連携が有効と考えられる。本分担研究では、と畜・食鳥検査員が

実施する外部検証及び事業者が実施する内部検証の実態調査から、内部検証と外部

検証の連携性を確認し、この問題を解決するために外部検証と連携性を持つ内部検

証プログラム原案の作成を進めた。同案作成にあたっては、聞き取り調査から明ら

かになった内部検証の意義に関する事業者の理解不足、内部・外部検証活動間の整

合性の低さ等の問題を解決するため、施行規則で示される検証の目的の理解促進、

外部検証通知の引用等の作成方針を設定したほか、海外の HACCP 関連規格との整

合性を考慮した。作成したプログラム案の活用により、事業者側には検証の目的の

理解促進による内部検証活動の実効性の向上、及び外部検証を意識した内部検証の

実施が期待され、一方でと畜・食鳥検査員側には内部検証との連携による外部検証

活動の効率化と、記録確認の負担軽減に伴う妥当性確認への活動の重点化が期待さ

れる。今後、同プログラム案についてはステークホルダーからの意見聴取の後に必

要な改訂を行った上で、検証活動の高度化を目指す施設が参照できる情報の提供へ

とつながることが期待される。 

Ａ. 研究目的 

平成３０年に公布された「食品衛生法等

の一部を改正する法律」では、改正の柱の

一つとしてHACCPに沿った衛生管理の制

度化が示された。同法に基づき、と畜場法

第６条第１項第２号及び第９条第１項第２

号及び、食鳥処理場の事業の規制及び食鳥

検査に関する法律（以下、食鳥検査法）第

11条第１項第２号においてHACCPに基づ

く衛生管理（食品衛生上の危害の発生を防

止するために特に重要な工程を管理するた

めの取組）に関する要求が明文化され、令

和２年より本格的な運用が開始されること

となった。同要求に基づくと畜場及び大規
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模食鳥処理場の衛生管理では、事業者が自

ら実施する内部検証に加え、と畜検査員及

び食鳥検査員による外部検証の実施が義務

付けられ（と畜場法施行規則第３条第６項

及び第７条第５項、食鳥処理の事業の規制

及び食鳥検査に関する法律施行規則（以

下、食鳥検査法施行規則）第４条第４

項）、これを受けて令和２年５月２８日付

け生食発０５２８第１号「と畜検査員及び

食鳥検査員による外部検証の実施につい

て」（以下、「外部検証通知」）が通知され

た。同通知ではと畜検査員及び食鳥検査員

が実施する外部検証の手順及び評価方法が

示されており、令和３年６月より本格的な

施行が開始されたところである。 

外部検証通知の中では外部検証で確認す

る事項として、微生物検査（同通知別添１

及び２の第９項）に加え、施設・設備管理

に関する手順書の確認、生体・と体の取り

扱いに関する手順書の確認及びHACCPプ

ランに関する手順書の確認（同通知内別添

１及び２の第４項の（１））、施設・設備管

理に関する記録及び実施状況の確認及び教

育訓練の確認（同通知内別添１及び２の第

４項の（２））、生体・と体の取り扱いに関

する記録及び実施状況の確認及び教育訓練

の確認（同通知内別添１及び２の第４項の

（３））について示されている。微生物検

査以外の確認事項の具体については同通知

内で別表１及び別表２として示されてお

り、と畜検査員及び食鳥検査員はそれぞれ

別表１及び別表２に示された個々の内容に

ついて現場確認及び記録確認を通じてと畜

場及び食鳥処理場の衛生管理が適切に行わ

れていることを評価することとなってい

る。 

と畜場及び食鳥処理場での効果的な外部

検証実施に向けては、検証活動の独立性を

保ちながらも、事業者が自ら実施する内部

検証の結果を有効活用することが望まれ

る。と畜場法施行規則及び食鳥検査法施行

規則においても事業者に対し、と畜場・食

鳥処理場の管理及びと畜・食鳥処理作業の

衛生的な実施や各活動の効果等を検証する

よう求めている。 

と畜場及び食鳥処理場の衛生管理に関す

る前提条件プログラムは施行規則内で詳細

な手順が示され、また、HACCPについて

は業界団体等が作成した手引書内で詳細な

手順が示されている。しかしながら、現在

公開されているHACCPの手順書では、

CCPの管理方法、各種記録方法等

（HACCP原則1〜5及び7）のSOP及び記録

様式は詳細に例示されるが、それらの検証

方法（原則6）については詳細な手順が示

されたものは少ない。このため、事業者ご

とに検証手順及び検証に係る記録様式等が

異なり、このことは効率的な外部検証を実

施する上での大きな障害となるおそれがあ

ると考えられる。 

そこで本年度は、事業者が参照可能な内

部検証プログラム原案作成を目的として検

討を進めた。検討にあたっては、自治体等

が行う外部検証の効率的な実施が可能とな

るよう、外部検証通知との関連性を明確に

した内容となるように構成し、加えて海外

のHACCP関連規格等との整合性にも配慮

して進めた。 

 

Ｂ. 研究方法及び結果 

１．検証活動に関する問題点の抽出 

4 自治体（食肉衛生検査所）への聞き取り
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調査を実施し、外部検証の実施方法につい

て確認すると共に、現状の問題点について

抽出を行なった。各食肉衛生検査所では外

部検証通知に従った外部検証活動が開始さ

れ、ウォークスルー方式での現場確認に加

え、事業者が作成した記録の検査も実施さ

れていることが確認された。外部検証通知

においては別表 1 及び２の項目について、

月一回以上の記録確認及び、原則毎日の現

場確認を実施することとなっており、各食

肉衛生検査所では基本的にこれらの頻度に

従った検証活動が実施されていたが、別表

１及び２に示された確認項目は膨大なもの

であり、原則毎日実施する現場確認と併せ

てその作業量が膨大なものとなっているこ

とも明らかとなった。 

一方で、と畜事業者（２社）、食鳥処理事

業者（１社）への聞き取り調査を実施し、内

部検証活動についての問題点の抽出を行な

った。と畜場法施行規則第３条第１項及び

第７条第１項では、と畜場の衛生管理及び

衛生的なとさつ・解体に関する要求事項が、

食鳥検査法施行規則別表第三では食鳥処理

場の衛生管理及び食鳥、食鳥とたい、食鳥中

抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱に関

する要求事項が示されている。加えて、それ

らの衛生管理等に対する検証については、

と畜場法施行規則では第３条第１項２６号

及び第５項４号に加え第７条第１項２０号

及び第４項４号において、食鳥検査法施行

規則では別表第３第４号ハに加え第４条第

３項４号において要求事項として示されて

いる。事業者への聞き取り調査の結果、施設

の衛生管理及びと体等の衛生的な処理作業

（と畜場法施行規則第３条第１項及び第７

条第１項関連及び、食鳥検査法施行規則別

表第三関連）に関する理解は非常に進んで

おり、各工程の管理記録も十分に作成され

ていることが確認された。一方で、検証（と

畜場法施行規則第３条第１項２６号及び第

５項４号、及び第７条第１項２０号及び第

４項４号関連、及び食鳥検査法施行規則別

表第３第４号ハ及び第４条第３項４号関連）

については、事業者により、その理解度は

様々であり、このことが原因で内部検証に

対する取り組み状況（方法及び頻度）の差異

を生み出す要因となっている可能性が示唆

された。また、内部検証と外部検証との間の

連携も弱く、このことが原因でと畜・食鳥検

査員による外部検証の負担が大きくなって

いると考えられた。 

２．検証に関する海外規格についての調査 

平成３０年の「食品衛生法の一部を改正

する法律」は、食品衛生管理の国際的動向と

の整合性も強く意識されたものとなってい

る。本研究では、検証活動における海外規格

との整合性の確保を図る目的で the Code 

of Federal Regulation Title 21 （以下、CFR 

Title 21）、 ISO 22000:2018 食品安全マネ

ジメントシステム、製造の SQF 食品安全コ

ードで示される検証に関わる要求事項を整

理した。CFR Title 21 では Chapter I Part 

117.115 とその関連項目及び Part 120.11 に

おいて、ISO 22000:2018 では 8.8 節：PRPs

及びハザード管理プランに関する検証にお

いて、製造の SQF 食品安全コードではパー

ト B:製造の SQF 食品安全コード,食品製造

の SQF システム要素の 2.5 節:SQF システ

ム検証において、それぞれ検証に関する要

求事項が示されている。これらの中で、検証

についての要求事項が最も詳細に述べられ

ているのは CFR Title 21 であった。CFR 
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Title 21 Chapter I Part 117.115 とその関連

項目では前提条件プログラムの検証に関す

る要求事項が、Part 120.11 においては

HACCP プランの検証に関する要求事項が

示 さ れ る 構 成 と な っ て い る 。 以 下 に

Chapter I Part 117.115 の簡易的な和訳を

示す。 

§ 117.155 検証 

(a)検証活動 

検証活動は以下の活動を含まなくてはならない。 

(1)妥当性確認を、§ 117.160.（妥当性確認）に従

って実施する。 

(2)モニタリングの検証を、§ 117.140（危害発生

を防止するための活動に必要な要素）及び§ 

117.145（モニタリング）に従って実施する。 

(3)是正措置の検証を、§ 117.140（危害発生を防

止 す る た め の 活 動 に 必 要 な 要 素 ） 及 び § 

117.150（是正処置及び修正）に従って実施す

る。 

(4)実施状況と有効性の検証を、§ 117.165（実施

状況と有効性の検証）に従って実施する。 

(5)再解析を、§ 117.170（安全計画の見直し）に

従って実施する。 

(b)文書化 

全ての検証活動は適切に記録されなくてはならな

い。 

上記に示される様に、CFR Title 21 にお

いて検証活動は記録確認（実施状況の検証）

と妥当性確認（有効性の検証）に大きく分類

されており、検証活動の国際的整合性を確

保するためには少なくともこれらの確認を

検証活動に含めるべきであると考えられる。

また Part 117.165 においては下記に示す簡

易訳（抜粋）の通り、記録の確認頻度として

7 営業日を要求していた。 

§ 117.165 実施状況と有効性の検証 

(a) 検証活動 危害発生の防止が適切に実行されてお

り、その活動が効果的かつ危害を十分に最小化す

るものとなっているかを検証しなくてはならな

い。検証活動は、適応可能な場合、以下の項目を

含めなくてはならない。 

(1) 製造工程のモニタリングに使用する機器の校

正及び、精度の検証 

(2) 病原微生物（あるいは衛生指標菌）もしくはそ

の他の危害に関する製品検査 

(3) RTE 食品への環境微生物の混入が危害となり

うる場合には、環境微生物（あるいは衛生指標

菌）に関する環境モニタリング 

(4) 以下に示す記録についての、品質管理者（ある

いは各工程の責任者）による適切な頻度での確

認。確認においては、各記録が適切に記録され

ているか、食品安全計画に沿って記録されてい

るか、危害発生の防止活動が効果的なものであ

るか、是正処置が適切なものであったか、につ

いて確認しなくてはならない。 

(i) 製造工程のモニタリングの記録と是正処置

の記録は、その記録が作成されてから 7 営

業日以内（あるいは適切な頻度で）に確認

されなくてはならない。 

(ii) 校正と製品検査（及び環境検査）の記録、

供給者の検証の記録、及びその他の検証の

記録については記録作成から適切な期間

内に確認されなくてはならない。 

一方で Part 120.11 では HACCP プランの

検証に関する要求事項が以下（簡易訳、抜

粋）の様に示されている。 

§ 120.11 検証と妥当性確認 

(a) 検証 HACCP プランで実施される全てのプロセ

スは検証されなくてはならない。 

(1) 検証は以下の活動を含まなくてはならない。 

(i) 顧客から寄せられた苦情について、HACCP

プランの有効性に関連するものかを解析

し、HACCP プランにおいて認知されてい

なかった CCP の設定の必要性について検

討しなくてはならない。 

(ii) モニタリングに使用する機器の校正を行

わなくてはならない。 

(ii) 必要に応じて、最終製品（あるいは製造過

程の製品）について検査を実施しなくては

ならない。 

(iv) 以下の記録についてレビューしなくては

ならない。 

(A)CCP のモニタリング記録について、記録

が作成されてから 1 週間以内にレビューす

る。このレビューの目的は、最低でも、記

録が確実に実施されているかの確認及び、

管理基準を逸脱していないかの確認となっ

ていなくてはならない。 

(B) 改善処置の記録について、記録が作成

されてから 1 週間以内にレビューする。こ

のレビューの目的は、最低でも、記録が確

実に実施されているかの確認及び、適切な

改善措置を実施したかの確認となっていな

くてはならない。 

(C) CCP のモニタリングに使用する機器及

び、検証活動の一部として実施される製品

（あるいは製造過程の製品）の検査に使用

する機器の校正の記録は、記録が作成され

てから適切な期間内にレビューする。この
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レビューの目的は、最低でも、記録が確実

に実施されているかの確認及び、計画され

た校正頻度で実施されているかの確認とな

っていなくてはならない。 

(v) 検証実施後には改善措置の必要性につい

て検討しなくてはならない。 

(b) HACCP プランの妥当性確認 HACCP プランは少

なくとも年 1 回の頻度で、効果の妥当性について

確認しなくてはならない。また、危害の発生に影

響する製造工程の変更があった場合にも、HACCP

プランの妥当性について確認しなくてはならな

い。危害の発生に影響する製造工程の変更は、原

材料（原材料の供給者を含む）の変更、製品特性

の変更、製造方法（製造に用いる機器及びソフト

ウェアを含む）の変更、包装の変更、製品の出荷

方法の変更、製品が対象とする消費者の変更等を

含む。妥当性確認は適切に教育され、能力を有し

た者によって実施されなければならない。妥当性

確認の結果、HACCP プランの妥当性が十分では

ないと判断された場合には、速やかに HACCP プ

ランを変更しなくてはならない。 

上記に示される様に、HACCP プランの検

証においても前提条件プログラムの検証と

同様に、記録確認と妥当性確認を検証活動

として要求しており、また記録確認等の頻

度についても前提条件プログラムと同等と

なっていた。 

３．内部検証のプログラム案の作成 

検証活動に関する聞き取り調査の結果、事

業者においては検証に関する理解が進んで

いないこと、外部検証との連携がなされて

いないことが明らかとなり、事業者に対す

る内部検証実施のための支援と、外部検証

通知と連携可能な内部検証プログラム提案

の必要性が抽出された。そこで本研究では、

事業者が参照可能な内部検証のプログラム

案の作成を行った。内部検証のプログラム

案の作成にあたっては、事業者及びと畜・食

鳥検査員への聞き取り調査の結果を踏まえ、

以下の作成方針を設定した。 

・施行規則で示されている「検証」の目的に

ついて事業者の理解を促進する 

・事業者の負担軽減のために、チェックシ

ート方式を基本とする 

・検証の頻度等について海外の HACCP に

係る規格との整合性を考慮する 

・外部検証通知との整合性を図ることで、

外部検証の効率化に資するものとする 

上記の方針に従って作成したプログラム

案の第１案を別添 1 及び２に示す。 

プログラム案では最初に「1.施行規則に示

される「検証」の目的」として、施行規則の

各項で要求されている検証の目的について

解説した。前述の様に CFR Title 21 Chapter 

I Part 117.155 によると検証活動は記録確

認（実施状況の検証）と妥当性確認（有効性

の検証）に大きく分類することができる。プ

ログラム案においても検証の目的が「実施

状況の検証」と「衛生管理計画の効果と妥当

性の検証」に分かれていることを説明し、そ

れぞれ、と畜場法施行規則の第３条第１項

２６号及び第７条第１項２０号で要求され

るのが一般的衛生管理プログラムの実施状

況の検証であり、第３条第５項４号及び第

７条第４項４号において要求されているの

が一般的衛生管理プログラムの衛生管理計

画の効果と妥当性の検証であること、及び

食鳥検査法施行規則別表第３第４号ハで要

求されているのが一般的衛生管理プログラ

ムの実施状況の検証であり、第４条３項４

号で要求されているのが一般的衛生管理プ

ログラムの衛生管理計画の効果と妥当性の

検証であることを解説した。加えて、と畜場

法施行規則の第３条第２項６号及び第７条

第２項６号で要求されているのが重要管理

点モニタリングの実施状況の検証及び管理

計画の効果と妥当性の検証であること、及

び、食鳥検査法施行規則の別表第４第６号

で要求されているのが重要管理点モニタリ
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ングの実施状況の検証及び管理計画の効果

と妥当性の検証であることを解説した。事

業者への聞き取り調査から、事業者におい

ては施行規則との関連性を明確にすること

で作業実施のモチベーションを維持できる

ことが明らかとなっている。プログラム案

では上述の様に施行規則との関連性を明ら

かにすることで事業者の検証活動に対する

モチベーション上昇を促している。 

プログラム案では続いて実施状況の検証

の具体的な方法を示した。「2.実施状況の検

証方法」では実施状況の検証が記録の振り

返りによって実行可能であることを解説し、

記録の振り返りの手順について示している。

記録確認の手順においては、最初に各施設

での記録の整備状況の確認のために、別紙

1 として「記録の整備状況の確認シート」を

提示した。上記シートの作成にあたっては、

内部検証活動と外部検証通知との整合性の

確保を図る目的で、外部検証通知の別表 1

及び 2 で確認する項目に関する記録の整備

状況を確認できる仕様とした。次に、別紙 1

で挙げた各事業者の記録を別紙２の「記録

の検証シート」に転記し、記録の確認をチェ

ックシート方式で実施することとした。チ

ェックシートの記入に際しては、別紙 3 と

して「記録確認のフローチャート」を提示

し、フローチャートに従うことで、モニタリ

ング状況と是正処置の妥当性の確認が可能

となるように構成している。また、記録確認

の頻度についても CFR Title 21 との整合性

を確保するために週 1 回程度に設定してい

る。これらの手順の提示により、事業者の負

担を大幅に増やすことなく、外部検証通知

との整合性を確保した上で、CFR Title 21 で

要求されるモニタリング状況と是正処置の

検証を行いながら、記録の振り返りが可能

となる構成となっている。 

プログラム案内「3.衛生管理計画の効果と

妥当性の検証方法」では衛生管理計画の効

果の確認と衛生管理手法の妥当性の確認に

ついて解説した。衛生管理計画の効果と妥

当性確認の方法については様々な手法が知

られているが、プログラム案においては事

業者が負担なく検証活動を実施できるよう

に、昨年度及び今年度に実施した事業者へ

の聞き取り調査から明らかになった事業者

がこれまでにも実施していた項目の中から

微生物検査と顧客からの苦情分析を選択し、

これらの結果の分析が衛生管理計画の効果

を検証する方法となることを解説した。ま

た、微生物検査の項目については多くの事

業者で自主検査として採用されている一般

生菌数、大腸菌数（昨年度の調査結果より）

を採用した。加えて、検証においてはこれら

の結果のトレンド解析が重要であることを

解説し、これまで事業者が行ってきた微生

物検査及び顧客からの苦情分析を有効な検

証として実施できるように促している。一

方で、衛生管理手法の妥当性の確認方法と

しては、過去に公表されている「と畜場にお

けるとさつ・解体処理の衛生管理計画作成

のためのプログラム案（HACCP に基づく衛

生管理）」（公益財団法人日本食肉生産技術

開発センター編）、「食品製造における

HACCP 入門のための手引書［食鳥処理・食

鳥肉処理編］」（厚生労働省編）等との整合性

を図る目的で、温度計の校正方法について

の解説を行った。と畜場法施行規則及び食

鳥検査法施行規則においては温度に関する

要求事項が複数示されている。事業所内で

使用する温度計の校正方法について詳細に
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解説することで、事業者による衛生管理手

法の施行規則への妥当性が上昇するものと

考える。 

重要管理点モニタリングの検証について

は「4.重要管理モニタリングの実施状況及

び、効果と妥当性の検証方法」の項にて解説

した。重要管理点モニタリングの検証方法

については基本的に一般的衛生管理の検証

と同様に記録の確認（振り返り）と管理基準

及びモニタリング手法の妥当性確認により

実施可能である。このため、本項における記

述は簡潔なものとし、一般的衛生管理の検

証と重要管理点モニタリングの検証を同一

の手法で一括して実施できるように構成し

ている。 

 

Ｃ. 考察 

本研究ではと畜・食鳥検査員が実施する外

部検証及び事業者が実施する内部検証の実

態調査から、効果的な外部検証の実施にお

いて外部検証と内部検証の連携構築の必要

性を明らかにし、外部検証通知と整合性を

もつ内部検証のプログラム案の原案を作成

した。 

と畜・食鳥検査員に対する聞き取り調査か

ら、事業者ごとに衛生管理の記録様式が多

様であり、外部検証の実施においては外部

検証通知に記載の確認項目と事業者が作成

した記録を照らし合わせる作業が必要とな

っていることが明らかとなった。外部検証

の様な第三者による監査活動においては、

監査者と被監査者の協力体制により効率的

かつ効果的な監査が実現されることが知ら

れている。令和３年度より本格始動したと

畜場及び食鳥処理場の外部検証については、

被監査者である事業者は施行規則に基づく

外部検証の実施について理解しているもの

の、外部検証に対応する形での記録整備及

び内部検証の実施については強く意識して

いないのが現状であった。本研究では上記

の問題に対し、内部検証と外部検証の連携

を強化するための選択肢の一つとして外部

検証通知と整合性のある内部検証のプログ

ラム案の作成を試みた。作成したプログラ

ム案においては確認項目として外部検証通

知に示されたすべての項目を引用し、記載

した手順に従うことで外部検証で確認され

るべきすべての項目について内部検証とし

てモニタリング及び是正処置の検証（振り

返り）が可能な仕様となっている。外部検証

においては上記手順に従って事業者が作成

した外部検証通知と整合性のある振り返り

記録を確認することで、外部検証通知で要

求される記録確認を効率的に実施可能とな

る。CFR Title 21 にも示される様に、検証

は記録確認と妥当性確認の 2 つの工程に大

きく分けられる。内部検証のプログラム案

ではこのうち記録確認に多くの解説を割き、

妥当性確認については簡潔な説明のみを記

載した。これは妥当性確認には科学的かつ

専門的な知識が要求されるためであり、こ

のため本プログラム案では妥当性確認につ

いては、と畜・食鳥検査員との連携を強く推

奨した。上述の様に、内部検証のプログラム

案に外部検証通知との整合性を持たせるこ

とで、記録確認に係る検証を簡略化するこ

とが可能となる。すなわち内部検証のプロ

グラム案の活用により、外部検証における

実施状況検証の負担軽減が期待され、その

分、専門的知識を有すると畜・食鳥検査員に

よる妥当性確認への活動の重点化が期待さ

れるものと考える（図 1）。 
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と畜・食鳥検査員及び事業者に対する聞き

取り調査からは検証で得られた結果に対す

る評価方法についての問題点も抽出されて

いる。すなわち、外部検証により抽出された

不適合について個々に適切な是正処置が実

施されていた一方で、その発生数・発生工程

等の長期的なトレンド解析についてはほと

んど行われていなかった。HACCP における

微生物検査を含む検証の評価方法としては

トレンド解析による評価が主流となりつつ

ある。外部検証通知においても微生物検査

結果の評価は施設ごとに直近 1 年間の結果

との比較により実施することとなっている。

内部検証のプログラム案においても検証結

果の評価は結果の絶対値の短期的な評価で

はなくトレンド解析が重要であることを説

明した。このような検証結果に対する評価

方法の考え方は今後、国際的整合性を担保

しつつ食品衛生管理の高度化を図る上で重

要な提案であると考えている。 

過去に様々な業界団体等より HACCP の

手引書が公開されているところであるが多

くの手引書では HACCP の 7 原則のうち原

則 1：危害要因の分析から原則 5：改善措置

の設定までは詳細な解説とモデルとなる記

録様式等が示されてきた。一方で原則 6：検

証については、その詳細が述べられている

ものは少ない。外部検証通知は国内で公開

されているものの中で検証の手順について

最も詳細に解説がなされた文書である。本

研究で作成した内部検証のプログラム案は

外部検証通知に対応する形で、これまでに

業界団体等により作成された HACCP の手

引書で詳細な解説が少なかった原則 6：検

証の解説を補填する文書としてモデルにな

るものと考えている。内部検証のプログラ

ム案の作成にあたっては、国内で公表され

ている様々な HACCP 手引書で主流となっ

ているチェックシート方式を採用すること

で、事業者にとって導入のハードルが低く

なるように構成した。またプログラム案内

では、施行規則で要求される検証の目的の

理解促進を促すことで、事業者による内部

検証活動の実効性の向上も期待できるもの

となっている。本プログラム案は、内部検証

を通じて HACCP システム運用の高度化を

図りたい事業者にとって、HACCP の手引書

を補完する参考書の一つとして参照可能な

ものとなることが望ましいと考えられる。

内部検証のプログラム案の完成に向けて、

次年度には、全国食肉衛生検査所協議会等

を通じて、と畜・食鳥検査員からの意見出し

を広く求め、改訂を行いたい。 

 

Ｄ. 結論 

１）と畜・食鳥検査員が実施する外部検証及

び事業者が実施する内部検証の実態調査か

ら、外部検証と内部検証との連携が必ずし

も十分ではない場合が散見され、事業者に

よる内部検証の円滑な実施に加え、外部検

証との合理的な連携性を持つプログラム案

の作成が必要との考えに至った。 

２)国際規格で示される検証要求事項を調

査・整理し、それらとの整合性の確保を図る

ために、検証活動を記録確認（実施状況の検

証）と妥当性確認（有効性の検証）に二分し

た。 

３)内部検証プログラム原案の作成にあた

っては、事業者の関連事項を理解できるよ

う冒頭に説明を付記したほか、事業者の簡

便な実施に向けチェックシートを採用する

こと、海外の HACCP 関連規格との整合性
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を考慮しつつ、外部検証との整合性を踏ま

えた構成とすること等を条件として原案作

成を進めた。今後、ステークホルダーの意見

聴取を行った後に必要な改訂を行いたい。 

 

Ｅ. 研究発表 

論文発表 

1. Yamasaki E and Fukumoto S: 

Prevalence of Shiga toxin-producing 

Escherichia coli in Yezo sika deer Cervus 

nippon yesoensis in the Tokachi sub-

prefecture of Hokkaido, Japan. J. Vet. 

Med. Sci., Online ahead of print. doi: 

10.1292/jvms.21-0591. 

 

Ｆ. 知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 

 

Ｇ．引用文献 

・「と畜検査員及び食鳥検査員による外部

検証の実施について」（令和 2 年 5 月 28

日付け生食発 0528 第 1 号）  

・the Code of Federal Regulation Title 21 

・ISO 22000:2018 食品安全マネジメント

システム 

・製造の SQF 食品安全コード第 8 版 

・「と畜場におけるとさつ・解体処理の衛生

管理計画作成のための手引書（HACCP

に基づく衛生管理）」（公益財団法人日本

食肉生産技術開発センター編） 
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図 1 内部検証プログラム案と外部検証の関連性のイメージ 

内部検証と外部検証の整合性を確保し両者を連携させることで、記録確認によるモニタリング状況、是正処置、実施

状況の外部検証の効率化が可能となり、これに伴って専門的な知識が要求される妥当性確認の重点化が期待される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

別添 1 
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 2 

1. と畜場法施⾏規則に⽰される「検証」の⽬的 

と畜場法施⾏規則（以下、施⾏規則）ではと畜場の衛⽣管理（第３条）およびと畜事業

者等の講ずべき衛⽣措置（第７条）において、と畜場の管理およびと畜作業の衛⽣的な実施

に加え、それぞれの活動の効果等について検証の実施を求めています。施⾏規則の各項で求

められる検証は以下の⽬的で実施されなくてはなりません。 

1-1. 施⾏規則第３条第１項２６号および、第７条第１項２０号で求められる検証の⽬的 

本号では「施設の衛⽣管理（第３条）」および「獣畜のと殺・解体の⼯程（第７条）」

が衛⽣管理計画および⼿順書で決められた通りに実施されているか（注 1 を検証するこ

とを求めています【実施状況の検証】 

1-2. 施⾏規則第３条第５項４号および、第７条第４項４号で求められる検証の⽬的 

本号では「施設の衛⽣管理（第３条）」および「獣畜のと殺・解体の⼯程（第７条）」

が衛⽣管理計画および⼿順書で決められた通りに実施された場合に安全な製品が製造

可能となっているかを検証することを求めています【衛⽣管理計画の効果と妥当性の

検証】 

1-3. 施⾏規則第３条第２項６号および、第７条第２項６号で求められる検証の⽬的 

本号では「施設の衛⽣管理（第３条）」および「獣畜のと殺・解体の⼯程（第７条）」

における重要管理点のモニタリングが計画および⼿順書で決められた通りに実施され

ているか、また、決められた通りに実施された場合に安全な製品が製造可能となってい

るかを検証することを求めています【重要管理点モニタリングの実施状況および効果

と妥当性の検証】 

注 1）施⾏規則第３条第１項２６号および、第７条第１項２０号で記述されている「教育訓練の効果」とは各⼯程の作

業者が衛⽣管理計画および⼿順書に⽰された作業を意図した⽬的に沿って適切に実施出来るかどうかを確認することを

意味しています。 

 
 

図 1 と畜場法施⾏規則で求められる「検証」の⽬的 

 3 

2. 実施状況の検証⽅法 

実施状況の検証は、各事業者が作成した衛⽣管理の計画および⼿順書に従って施設管理

およびと殺、解体の各⼯程が決められた通りに実施されていたかについて、各⼯程の記録を

確認することにより実施されます。また、この確認作業は（可能であれば）記録作成者以外

の品質管理者等によって実施されることが推奨されます。 

【記録確認の⼿順】 

⼿順 1. 記録の整備状況の確認 

別紙 1 の各項⽬に対応する記録の書類名を「記録名」の欄に記⼊してくださ

い（⼀つの書類が複数の項⽬に対応する記録となっている場合には、同じ記録名

を複数のカラムに共通して記⼊してください）。 

該当する記録が無い項⽬が有る場合には、衛⽣管理計画が不⼗分な可能性が

考えられます。衛⽣管理計画の⾒直しを推奨します。 

⼿順 2. 記録の検証シートの準備 

別紙 1 に記⼊した全ての記録を別紙 2 の記録名の欄に転記してください（別

紙 1 で同⼀の記録名を複数のカラムに渡って共通して記⼊した場合は、別紙 2 で

はまとめて 1 度だけ記⼊してください）。 

⼿順 3. 記録の確認 

各記録について、別紙 3 のフローチャートに従って衛⽣管理の実施状況およ

び、是正処置の妥当性の確認を⾏ってください。「否」と判定されたものについ

ては、記録の作成者（⼯程の責任者）に記録または是正の再実施を指⽰し、再実

施完了後には斜線を付すことによって記録・是正の再実施を確認したことを記録

してください。 

記録の確認は 1 度／週の実施が推奨されます。当該週に更新が無かった記録

については「該当無」欄にチェックを⼊れてください。 
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3
 

検
査
不
合
格
部
位
、
特
定
危
険
部
位
、
不
可
食
そ
の
他
の
廃
棄
物
を
、
そ
の
種
別
を
表
示
し
た
専
用
容
器
に
収
納
し
、
処
理
室
外
に
搬
出
し
、
及

び
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と
等
に
よ
り
衛
生
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
処
理
し
た
こ
と
の
記
録

（
注

7（
第

3
条
第

1
項
第

18
イ
）

 
 

 

4
 

各
廃
棄
物
を
収
納
し
た
容
器
を
、
作
業
終
了
後
所
定
の
場
所
に
お
い
て
洗
浄
消
毒
し
た
こ
と
の
記
録
（
第

3
条
第

1
項
第

1
8
号
ロ
）

 
 

 

5
 

そ
の
他
、
廃
棄
物
お
よ
び
排
水
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

F
 
そ
の
他
の
と
畜
場
内
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
を
、
そ
の
他
の
枝
肉
と
区
別
し
て
衛
生
的
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

3
条
第

1
項
第

9
号
）

 
 

2
 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る
検
査
の
対
象
と
な
る
牛
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
牛
の
検
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
他
の
牛
と
工
程
、
表
示

等
に
よ
り
区
分
し
て
衛
生
的
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

3
条
第

1
項
第

1
0
号
）

 
 

 

3
 

食
用
に
供
す
る

3
0
月
以
下
の
牛
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
牛
の
頭
部
（
舌
、
頬
肉
及
び
皮
を
除
く
）
及
び
脊
髄
を
、
と
さ
つ
、
解
体
及
び
保
管
の

各
段
階
で
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
等
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区
分
し
て
衛
生
的
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

3
条
第

1
項
第

1
1
号
）

 
 

 

4
 

そ
の
他
、
と
畜
場
内
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

注
1）

冷
蔵
設
備
内
の
温
度
の
測
定
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
測
定
し
た
日
時
、
温
度
、
測
定
者
の
情
報
を
含
み
、
測
定
の
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
第

3
条
第

1

項
第

8
号
）
。

 

注
2
）
洗
浄
剤
及
び
消
毒
剤
等
の
容
器
を
新
た
に
開
封
し
た
際
の
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
開
封
し
た
日
、
開
封
し
た
薬
剤
の
名
称
、
開
封
し
た
者
の
情
報
を
含
み
、
開
封
の
日
か
ら

 
1
 
年
間

保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
第

3
条
第

1
項
第

2
3
号
ニ
）
。

 

注
3
）
水
質
検
査
の
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
飲
用
適
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
含
み
、
検
査
の
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
第

3
条
第

1
項
第

7
号
イ
）

 

注
4
）
消
毒
装
置
又
は
浄
水
装
置
が
正
常
に
作
動
し
て
い
る
こ
と
の
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
確
認
し
た
日
、
確
認
の
結
果
、
確
認
し
た
者
の
情
報
を
含
み
、
確
認
の
日
か
ら

1
年
間
保
存
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
第

3
条
第

1
項
第

7
号
ロ
）

 

注
5
）
そ
族
・
昆
虫
の
駆
除
作
業
の
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
駆
除
を
行
っ
た
日
、
駆
除
の
方
法
、
駆
除
を
行
っ
た
者
の
情
報
を
含
み
、
駆
除
を
行
っ
た
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
（
第

3
条
第

1
項
第

1
9
号
ニ
）

 

注
6
）
施
設
か
ら
生
じ
る
汚
泥
等
の
処
理
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
処
理
を
行
っ
た
日
、
処
理
方
法
、
処
理
を
行
っ
た
者
の
情
報
を
含
み
、
処
理
の
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
（
第

3
条
第

1
項
第

14
号
）

 

注
7）

廃
棄
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
録
の
う
ち
、
特
定
部
位
お
よ
び
不
合
格
部
位
に
つ
い
て
の
処
理
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
処
理
を
行
っ
た
日
、
処
理
の
方
法
、
処
理
を
行
っ
た
者
の
情

報
を
含
み
、
処
理
の
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
第

3
条
第

1
項
第

1
8
イ
）

 

    

生
体

の
取

扱
い

及
び

衛
生

的
な

と
さ

つ
・

解
体

に
関

す
る

記
録
 

 
記
録
名

 

A
 
生
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
録

 
 

 

1
 

係
留
所
及
び
生
体
検
査
所
で
、
適
宜
、
獣
畜
の
ふ
ん
便
等
を
適
切
に
処
理
し
、
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

3
条
第

1
項
第

1
2
号
イ
）

 
 

 

2
 

体
表
に
多
量
の
ふ
ん
便
等
が
付
着
し
て
い
る
獣
畜
に
つ
い
て
、
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
。
（
第

3
条
第

1
項
第

12
号
ロ
）

 
 

3
 

そ
の
他
、
生
体
の
衛
生
的
な
取
扱
い
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

B
 
一
般
的
事
項
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

獣
畜
の
血
液
及
び
消
化
管
の
内
容
物
等
を
適
切
に
処
理
し
、
当
該
処
理
室
を
洗
浄
し
、
か
つ
、
洗
浄
水
の
飛
散
に
よ
る
と
た
い
並
び
に
枝
肉
及
び
食

用
に
供
す
る
内
臓
の
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

1
号
）

 
 

 

2
 

獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
に
当
た
り
手
袋
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
獣
畜
に
直
接
接
触
す
る
部
分
が
繊
維
製
品
そ
の
他
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
が
困
難

な
製
品
で
な
い
も
の
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

2
号
）

 
 

 

C
 
放
血
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

放
血
さ
れ
た
血
液
に
よ
る
生
体
及
び
他
の
と
た
い
の
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

4
号
イ
）

 
 

 

2
 

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
に
あ
っ
て
、
放
血
後
に
お
い
て
消
化
管
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
食
道
を
第
一
胃
の
近
く
で
結
さ
つ
し
、
又
は
閉
塞
し

て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

4
号
ロ
）

 
 

 

3
 

手
指
が
放
血
さ
れ
た
血
液
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

4
号
ハ
）

 
 

 

4
 

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
結
さ
つ
器
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
、

1
頭
を
処
理
す
る
ご
と
、
外
皮
に
接
触
す
る
こ
と
等
に
よ
り
汚
染

さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
都
度
、
摂
氏

 
8
3 
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

4
号
ニ
）

 
 

 

5
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
ス
タ
ン
ニ
ン
グ
、
放
血
、
食
道
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

D
 
頭
部
の
処
理
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

角
を
、
切
断
部
の
付
近
に
外
皮
が
残
る
こ
と
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
た
め
、
外
皮
と
共
に
除
去
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

5
号
イ
）

 
 

 

2
 

剥
皮
さ
れ
た
頭
部
が
、
外
皮
並
び
に
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

5
号
ロ
）

 
 

 

3
 

剥
皮
さ
れ
た
頭
部
の
洗
浄
に
当
た
っ
て
、
洗
浄
水
の
飛
散
に
よ
る
他
の
と
た
い
の
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

5
号
ハ
）

  
 

4
 

手
指
が
外
皮
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

5
号
ニ
）

 
 

 

5
 

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
、

1
頭
を
処
理
す
る
ご
と
、
外
皮
に
接
触
す
る
こ
と
等
に
よ
り
汚
染

さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
都
度
、
摂
氏

 
8
3 
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

5
号
ホ
）

 
 

 

6
 

食
用
に
供
す
る

 
3
0
 
月
以
下
の
牛
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
牛
の
頭
部
を
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
区
分
し
て
処
理
し
て
い

た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

5
号
ヘ
）

  
 

7
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
頭
部
の
処
理
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

E
 
と
た
い
の
剥
皮
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

獣
毛
等
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
た
め
、
必
要
な
最
小
限
度
の
切
開
を
し
た
後
、
ナ
イ
フ
を
消
毒
し
、
ナ
イ
フ
の
刃
を
手
前
に
向
け
、
皮
を
内
側
か
ら
外

側
に
切
開
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

6
号
イ
）

 
 

 

2
 

剥
皮
さ
れ
た
部
分
の
外
皮
に
よ
る
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

6
号
ロ
）

  
 

3
 

剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
外
皮
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
、
汚
染
さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
っ
た
こ
と
の
記
録
。
（
第

7
条
第

6
号
ハ
）

 
 

 

4
 

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
肛
門
周
囲
の
処
理
に
当
っ
て
、
消
化
管
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
直
腸
を
肛
門
の
近
く
で
結
さ
つ
す
る
と
と
も
に
、

肛
門
部
に
よ
る
と
た
い
の
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
。
（
第

7
条
第

6
号
ニ
）

 
 

 

5
 

剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染
さ
れ
た
部
位
を
完

全
に
切
り
取
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

6
号
ホ
）

 
 

 

6
 

手
指
が
外
皮
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
（
第

7
条
第

6
号
ヘ
）

 
 

 

7
 

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
動
力
付
剥
皮
ナ
イ
フ
、
結
さ
つ
器
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
、
1
頭
を
処
理
す
る
ご
と
、
外
皮
に
接
触
す
る

こ
と
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
都
度
、
摂
氏

8
3
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

6
号
ト
）

 
 

 

8
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
と
た
い
の
剥
皮
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

F
 
乳
房
の
切
除
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

乳
房
の
内
容
物
の
漏
出
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

7
号
イ
）

 
 

 

2
 

剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
乳
房
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染
さ
れ
た
部
位

を
完
全
に
切
り
取
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

 7
 
条
第

7
号
ロ
）

 
 

3
 

手
指
が
乳
房
の
内
容
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

7
号
ハ
）

 
 

 

4
 

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
、
乳
房
の
内
容
物
等
に
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

都
度
、
摂
氏

 
8
3 
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

7
号
ニ
）

 
 

 

5
 

そ
の
他
、
乳
房
の
切
除
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

G
 
内
臓
の
摘
出
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

と
た
い
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
事
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

 
7
 
条
第

8
号
イ
）

 
 

2
 

内
臓
が
床
及
び
内
壁
並
び
に
長
靴
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
汚
染
が
無
か
っ
た
こ
と
の
記
録
（
第

 
7 
条
第

8
号
ロ
）

 
 

 

3
 

剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染
さ
れ
た
部
位
を
完
全

に
切
り
取
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

8
号
ハ
）

 
 

 

4
 

手
指
が
消
化
管
の
内
容
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

8
号
ニ
）

 
 

 

5
 

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
、
消
化
管
の
内
容
物
等
に
汚
染
さ
れ
た
場

合
に
、
そ
の
都
度
、
摂
氏

 
83

 
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
第

7
条
第

8
号
ホ
）

 
 

 

6
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
内
臓
の
摘
出
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

H
 
背
割
り
に
関
す
る
記
録
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別紙2

週 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

実施日

記録名 実施者

良

否

該当無

良

否

該当無

良

否

該当無

良

否

該当無

良

否

該当無

良

否

該当無

記録の検証シート

備考

別紙2

週 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

実施日

記録名 実施者

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否 ✔

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否 ✔

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否

該当無

良 ✔ ✔ ✔

否

該当無 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

記録の検証シート （ 記⼊例）

備考

記録・是正の再実施完了後

に斜線を付す

記録の更新が無かった週は

「該当無」に✔をいれる

「否」となった事例につい

て是正の状況を記録する
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記
録
確
認
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

別
紙

3

別紙4

試験実施日

一般生菌数

大腸菌数

微⽣物検査の傾向分析の例

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4/1 4/8 4/15 4/22 4/29 5/6 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17 6/24

菌
数

(c
u

f/
1

0
0

 c
m

2
)

試験実施日

一般生菌数

大腸菌数

許容限界（自主基準）

許容限界付近であるが一時的

なので対策の必要はない

許容限界以下であるが上昇傾

向がみられるので対策を検討
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別添 2 



104 

 

 

 
2

 

1
. 
⾷
⿃
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
⾷
⿃
検
査
に
関
す
る
法
律
施
⾏
規
則
に
⽰
さ
れ
る
「
検
証
」
の
⽬
的

 

⾷
⿃
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
⾷
⿃
検
査
に
関
す
る
法
律
施
⾏
規
則
（
以
下
、
施
⾏
規
則
）
で
は
、
⾷

⿃
処
理
場
の
管
理
お
よ
び
、
⾷
⿃
処
理
作
業
の
衛
⽣
的
な
実
施
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
効
果
等
に
つ

い
て
検
証
の
実
施
を
求
め
て
い
ま
す
。
施
⾏
規
則

の
各
項
で
求
め
ら

れ
る
検
証
は
以

下
の
⽬
的
で
実
施
さ

れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

 

1
-1

. 施
⾏
規
則
別
表
第
３
第
４
号
ハ
で
求
め
ら
れ
る
検
証
の
⽬
的

 

本
号
で
は
「
⾷
⿃
処
理
場
の
衛
⽣
管
理
（
別
表
第
３
第
１
号
）
」
お
よ
び
「
⾷
⿃
、
⾷
⿃
と
た
い
、

⾷
⿃
中
抜
と
た
い
及
び
⾷
⿃
⾁
等
の
取
扱
い
（
別
表
第
３
第
２
号
）
」
が
衛
⽣
管
理
計
画
お
よ
び
⼿
順

書
で
決
め
ら
れ
た
通
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か

（
注

1を
検
証
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
【
実
施
状
況

の
検
証
】

 

1
-2

. 施
⾏
規
則
第
４
条
第
３
項
４
号
で
求
め
ら
れ
る
検
証
の
⽬
的

 

本
号
で
は
「
⾷
⿃
処
理
場
の
衛
⽣
管
理
（
別
表
第
３
第
１
号
）
」
お
よ
び
「
⾷
⿃
、
⾷
⿃
と
た
い
、

⾷
⿃
中
抜
と
た
い
及
び
⾷
⿃
⾁
等
の
取
扱
い
（
別
表
第
３
第
２
号
）
」
が
衛
⽣
管
理
計
画
お
よ
び
⼿
順

書
で
決
め
ら
れ
た
通
り
に
実
施
さ
れ
た
場
合

に
安
全
な
製
品
が

製
造
可
能
と
な

っ
て
い
る
か
を
検
証

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
【
衛
⽣
管
理
計
画
の
効
果
と
妥
当
性
の
検
証
】

 

1
-3

. 施
⾏
規
則
別
表
第
４
第
６
号
で
求
め
ら
れ
る
検
証
の
⽬
的

 

本
号
で
は
「
⾷
⿃
処
理
場
の
衛
⽣
管
理
（
別
表
第
３
第
１
号
）
」
お
よ
び
「
⾷
⿃
、
⾷
⿃
と
た
い
、

⾷
⿃
中
抜
と
た
い
及
び
⾷
⿃
⾁
等
の
取
扱
い
（
別
表
第
３
第
２
号
）
」
に
お
け
る
重
要
管
理
点
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
が
計
画
お
よ
び
⼿
順
書
で
決
め
ら
れ
た
通
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
決
め
ら
れ
た

通
り
に
実
施
さ
れ
た
場
合
に
安
全
な
製
品
が

製
造
可
能
と
な
っ

て
い
る
か
を
検

証
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
ま
す
【
重
要
管
理
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
状
況
お
よ
び
効
果
と
妥
当
性
の
検
証
】

 

注
1
）
施

⾏
規
則

別
表
第

３
第

４
号

ハ
で

記
述

さ
れ

て
い

る
「

教
育

訓
練

の
効

果
」

と
は

各
⼯

程
の

作
業

者
が

衛
⽣

管
理
計

画
お
よ

び
⼿
順

書
に

⽰
さ

れ
た
作

業
を

意
図

し
た

⽬
的

に
沿

っ
て
適

切
に

実
施
出

来
る

か
ど

う
か

を
確
認

す
る

こ
と

を
意

味
し

て
い

ま
す
。

 

 

 

図
1

 
⾷
⿃

処
理

の
事

業
の
規

制
及

び
⾷

⿃
検

査
に

関
す

る
法
律

施
⾏

規
則
で

求
め

ら
れ

る
「

検
証
」

の
⽬

的
 

 
3

 

2
. 
実
施
状
況
の
検
証
⽅
法

 

実
施
状
況
の
検
証
は
、
各
事
業
者
が
作
成
し
た
衛
⽣
管
理
の
計
画
お
よ
び
⼿
順
書
に
従
っ
て
施
設
管
理

お
よ
び
⾷
⿃
処
理
の
各
⼯

程
が
決
め
ら
れ

た
通
り
に
実
施
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
各

⼯
程
の
記
録
を

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
確
認
作
業
は
（
可
能
で
あ
れ
ば
）
記
録
作
成
者
以
外

の
品
質
管
理
者
等
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。

 

【
記
録
確
認
の
⼿
順
】

 

⼿
順

1
. 記

録
の
整
備
状
況
の
確
認

 

別
紙

1
の
各
項
⽬
に
対
応
す
る
記
録
の
書
類
名
を
「
記
録
名
」
の
欄
に
記
⼊
し
て
く
だ
さ

い
（
⼀
つ
の
書
類
が
複
数
の
項
⽬
に
対
応
す
る
記
録
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
じ
記
録
名

を
複
数
の
カ
ラ
ム
に
共
通
し
て
記
⼊
し
て
く
だ
さ
い
）。

 

該
当
す
る
記
録
が
無
い
項
⽬
が
有
る
場
合
に
は
、
衛
⽣
管
理
計
画
が
不
⼗
分
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
衛
⽣
管
理
計
画
の
⾒
直
し
を
推
奨
し
ま
す
。

 

⼿
順

2
. 記

録
の
検
証
シ
ー
ト
の
準
備

 

別
紙

1
に
記
⼊
し
た
全
て
の
記
録
を
別
紙

2
の
記
録
名
の
欄
に
転
記
し
て
く
だ
さ
い
（
別

紙
1
で
同
⼀
の
記
録
名
を
複
数
の
カ
ラ
ム
に
渡
っ
て
共
通
し
て
記
⼊
し
た
場
合
は
、
別
紙

2
で

は
ま
と
め
て

1
度
だ
け
記
⼊
し
て
く
だ
さ
い
）。

 

⼿
順

3
. 記

録
の
確
認

 

各
記
録
に
つ
い
て
、
別
紙

3
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
従
っ
て
衛
⽣
管
理
の
実
施
状
況
お
よ

び
、
是

正
処
置
の
妥
当
性

の
確
認
を
⾏
っ
て
く
だ
さ
い
。
「
否
」
と
判
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
記
録
の
作
成
者
（
⼯
程
の
責
任
者
）
に
記
録
ま
た
は
是
正
の
再
実
施
を
指
⽰
し
、
再
実

施
完
了
後
に
は
斜
線
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
記
録
・
是
正
の
再
実
施
を
確
認
し
た
こ
と
を
記
録

し
て
く
だ
さ
い
。

 

記
録
の
確
認
は

1
度
／
週
の
実
施
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
当
該
週
に
更
新
が
無
か
っ
た
記
録

に
つ
い
て
は
「
該
当
無
」
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
⼊
れ
て
く
だ
さ
い
。
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E
 
廃
棄
物
及
び
排
水
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

不
可
食
部
分
を
、
食
鳥
処
理
場
の
衛
生
管
理
に
支
障
を
生
じ
な
い
よ
う
適
切
に
不
可
食
部
分
用
容
器
に
収
納
、
搬
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
不
可

食
部
分
用
容
器
を
、
作
業
終
了
後
、
空
に
し
て
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

1
号
ヲ
（

1）
）

 
 

 

2
 

食
鳥
処
分
用
容
器
、
廃
棄
用
容
器
を
汚
液
、
汚
臭
等
が
漏
れ
な
い
よ
う
適
切
に
食
鳥
処
理
施
設
外
に
搬
出
す
る
と
と
も
に
、
作
業
終
了
後
、
空
に

し
て
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

1
号
ヲ
（

2
）
）

 
 

3
 

廃
棄
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
食
鳥
、
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
又
は
食
鳥
肉
等
及
び
不
可
食
部
分
は
、
衛
生
上
支
障
が
な

い
よ
う
に
適
正
に
処
理
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

1
号
ヲ
（

3
）
）

 
 

 

4
 

そ
の
他
、
廃
棄
物
お
よ
び
排
水
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

F
 
そ
の
他
の
食
鳥
処
理
場
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

そ
の
他
、
食
鳥
処
理
場
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

注
1
）
水
質
検
査
の
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
検
査
の
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
別
表
第

3
第

1
号
ヘ
（

1
）
）

 

注
2
）
そ
族
・
昆
虫
の
駆
除
作
業
の
記
録
は
、
少
な
く
と
も
、
駆
除
を
行
っ
た
日
か
ら

1
年
間
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
別
表
第

3
第

1
号
リ
）

 

      

食
鳥

、
食

鳥
と

た
い

、
食

鳥
中

抜
と

た
い

及
び

食
鳥

肉
等

衛
生

的
な

取
扱

い
に

関
す

る
記

録
 

 
記
録
名

 

A
 
生
体
の
受
入
に
関
す
る
記
録

 
 

 

1
 

食
鳥
の
集
荷
に
当
た
っ
て
、
異
常
な
も
の
の
排
除
に
努
め
る
と
と
も
に
、
生
体
の
健
康
の
保
持
に
留
意
し
て
輸
送
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
イ
（

1）
）

 
 

 

2
 

生
体
輸
送
用
容
器
は
、
清
潔
な
も
の
を
使
用
し
、
使
用
後
十
分
に
洗
浄
消
毒
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
イ
（

2）
）

 
 

 

3
 

生
体
検
査
に
合
格
し
た
も
の
又
は
食
鳥
の
生
体
の
状
況
に
つ
い
て
の
基
準
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
を
、
速
や
か
に
と
さ
つ
放
血
し
て
い
た
こ
と

の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
イ
（

3
）
）

 
 

 

4
 

生
体
検
査
に
合
格
し
な
か
っ
た
も
の
又
は
基
準
不
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
廃
棄
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
た
記
録
（
別
表
第

3
第

2

号
イ
（

3
）
）

 
 

 

5
 

そ
の
他
、
生
体
の
衛
生
的
な
取
扱
い
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

B
 
放
血
工
程
に
関
す
る
記
録
 

 

1
 

放
血
を
十
分
に
行
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ロ
（

1
）
）

 
 

 

2
 

放
血
さ
れ
た
血
液
に
よ
る
生
体
及
び
と
さ
つ
後
の
食
鳥
の
汚
染
を
避
け
る
よ
う
処
理
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ロ
（

2
）
）

 
 

 

3
 

血
液
を
回
収
す
る
場
合
に
、
不
浸
透
性
材
料
で
作
ら
れ
た
容
器
に
回
収
し
、
適
宜
搬
出
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ロ
（

3
））

  
 

4
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
放
血
の
実
施
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

C
 
湯
漬
工
程
に
関
す
る
記
録
 

 

1
 

放
血
後
速
や
か
に
湯
漬
を
行
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ハ
（

1
）
）

 
 

 

2
 

湯
漬
を
、
十
分
な
水
量
を
用
い
て
行
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ハ
（

2
））

 
 

 

3
 

湯
漬
に
当
た
っ
て
、
併
せ
て
汚
染
物
を
で
き
る
だ
け
除
去
す
る
よ
う
配
慮
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ハ
（

3
）
）

 
 

 

4
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
湯
漬
の
実
施
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

D
 
脱
羽
工
程
に
関
す
る
記
録
 

 

1
 

脱
羽
に
当
た
っ
て
、
噴
射
水
洗
を
す
る
等
に
よ
り
羽
毛
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
脱
離
し
た
羽
毛
を
、
不
可
食
部
分
用
容
器
に
収
納

し
、
作
業
中
に
お
い
て
も
頻
繁
に
食
鳥
処
理
施
設
外
に
搬
出
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ニ
（

1
）
）

 
 

 

2
 

残
留
し
た
羽
毛
を
毛
焼
き
等
に
よ
り
除
去
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
、
お
よ
び
、
脱
羽
が
不
十
分
な
も
の
に
つ
い
て
、
内
臓
の
摘
出
を
行
っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ニ
（

2
）
）

 
 

 

3
 

脱
羽
後
検
査
又
は
食
鳥
と
た
い
の
体
表
の
状
況
に
つ
い
て
の
基
準
適
合
の
確
認
の
前
に
食
鳥
と
た
い
の
脱
羽
を
終
了
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表

第
3
第

2
号
ニ
（

3
）
）

 
 

4
 

不
可
食
部
分
、
廃
棄
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
食
鳥
と
た
い
の
全
部
又
は
一
部
を
、
他
を
汚
染
し
な
い
よ
う
に
取
り
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ

不
可
食
部
分
用
容
器
又
は
廃
棄
用
容
器
に
収
納
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ニ
（

4
）
）

  
 

5
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
脱
羽
の
実
施
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

E
 
内
蔵
摘
出
工
程
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

内
臓
摘
出
後
検
査
又
は
基
準
適
合
の
確
認
に
際
し
て
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
当
該
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
が
同
一
の
食
鳥
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
可
能
な
状
態
で
検
査
又
は
確
認
に
供
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ホ
（

1
）
（

i
）
）

 
 

 

2
 

内
臓
摘
出
後
検
査
又
は
基
準
適
合
の
確
認
に
際
し
て
、
検
査
又
は
確
認
の
た
め
の
腹
部
の
切
開
を
、
検
査
又
は
確
認
が
実
施
可
能
な
程
度
に
と
ど
め

て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

 3
 
第

 
2
 
号
ホ
（

1
）
（

ii
）
）

 
 

 

3
 

内
臓
摘
出
後
検
査
又
は
基
準
適
合
の
確
認
に
際
し
て
、
心
臓
、
肝
臓
、
脾
臓
、
筋
胃
等
を
検
査
又
は
確
認
の
た
め
に
十
分
引
き
出
し
て
い
た
こ
と
の

記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ホ
（

1
）
（

i
i
i）
）

 
 

 

4
 

消
化
管
の
内
容
物
の
漏
出
に
よ
り
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
、
腹
部
の
切
開
は
、
消
化
管
の
損
傷
が
な
い
よ
う
に
注

意
し
て
行
う
と
と
も
に
、
不
要
な
切
開
を
避
け
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ホ
（

2
）
（

i
））

 
 

 

5
 

消
化
管
の
内
容
物
の
漏
出
に
よ
り
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
、
総
排
泄
腔
の
切
除
を
、
内
容
物
の
漏
出
が
な
い
よ
う

注
意
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

 3
 
第

 
2
 
号
ホ
（

2）
（

i
i
）
）

  
 

6
 

消
化
管
の
内
容
物
の
漏
出
に
よ
り
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
、
内
臓
摘
出
後
検
査
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
体
壁
の
内

側
面
の
状
況
に
つ
い
て
の
基
準
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
食
鳥
中
抜
と
た
い
を
、
適
正
な
水
量
で
内
外
と
も
十
分
に
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別

表
第

3
第

2
号
ホ
（

2
）
（

i
i
i
）
）

 
 

 

7
 

消
化
管
の
内
容
物
の
漏
出
に
よ
り
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
、
内
臓
摘
出
後
検
査
に
合
格
し
、
又
は
基
準
適
合
の
確

認
が
さ
れ
た
内
臓
を
、
食
用
部
分
と
不
可
食
部
分
に
区
分
し
、
食
用
部
分
は
十
分
に
洗
浄
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ホ
（

2
）（

i
v
））

 
 

 

8
 

消
化
管
の
内
容
物
の
漏
出
に
よ
り
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
、
不
可
食
部
分
及
び
廃
棄
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
部
分
を
、
食
用
部
分
を
汚
染
し
な
い
よ
う
に
取
り
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ
不
可
食
部
分
用
容
器
又
は
廃
棄
用
容
器
に
収
納
し
て
い
た
こ
と
の
記

録
（
別
表
第

3
第

2
号
ホ
（

2
）
（

v
））

  

 

9
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
内
蔵
摘
出
の
実
施
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

F
 
冷
却
工
程
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

洗
浄
し
た
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
を
、
速
や
か
に
摂
氏

 
1
0
 
度
以
下
に
冷
却
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号

ヘ
（

1
）
）

 
 

2
 

食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
、
食
鳥
肉
等
を
冷
水
に
よ
り
冷
却
す
る
場
合
に
、
冷
却
機
で
冷
却
さ
れ
た
水
又
は
適
量
の
砕
氷
を
入
れ
た
水
で
十

分
に
換
水
し
な
が
ら
行
う
と
と
も
に
、
水
分
の
吸
収
及
び
残
量
を
最
小
限
に
と
ど
め
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ヘ
（

2
）
）

  
 

3
 

冷
却
槽
を
、
作
業
終
了
後
、
空
に
し
て
洗
浄
消
毒
を
行
っ
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ヘ
（

3
）
）

 
 

 

4
 

そ
の
他
、
衛
生
的
な
冷
却
の
実
施
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記
載
）

 
 

G
 
そ
の
他
の
衛
生
措
置
に
関
す
る
記
録

 
 

1
 

食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
を
、
清
潔
で
衛
生
的
な
方
法
で
取
り
扱
い
、
汚
物
、
有
毒
若
し
く
は
有
害
な
物
質
又
は
病
原
微
生

物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
い
た
こ
と
の
記
録
（
別
表
第

3
第

2
号
ト
）

  
 

2
 

そ
の
他
、
食
鳥
、
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
の
衛
生
的
な
処
理
に
関
す
る
記
録
（
無
い
場
合
に
は
右
欄
に
「
該
当
な
し
」
と
記

載
）
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別紙2

週 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

実施日

記録名 実施者

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否 ✔

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否 ✔

該当無

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否

該当無

良 ✔ ✔ ✔

否

該当無 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

良 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

否

該当無

記録の検証シート （ 記⼊例）

備考

記録・是正の再実施完了後

に斜線を付す

「否」となった事例につい

て是正の状況を記録する

記録の更新が無かった週は

「該当無」に✔をいれる

記
録
確
認
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

別
紙

3
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別紙4

試験実施日

細菌数

微⽣物検査の傾向分析の例

0

200

400

600

800

1000

1200

4/1 4/8 4/15 4/22 4/29 5/6 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17 6/24

菌
数

(c
u

f/
 c

m
2
)

試験実施日

許容限界（自主基準）

許容限界付近であるが一時的

なので対策の必要はない

許容限界以下であるが上昇傾

向がみられるので対策を検討



111 

 

令和３年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「と畜・食鳥処理場における HACCP 検証方法の確立と 

食鳥処理工程の高度衛生管理に関する研究」 

 

分担研究報告書 

国際動向を踏まえた情報の収集整理 

 

分担研究者 廣井豊子 国立大学法人帯広畜産大学獣医学部門 

 

 

研究要旨：アメリカ、カナダ、欧州における食鳥処理場での HACCP 検証に関する情報を

各国・地域の政府機関が発行するガイドライン、告示並びに関連文献を収集し、日本を

含めて、微生物試験の要点をまとめた。いずれの国、地域も、衛生管理及び病原体ある

いは糞便汚染の低減化の確認・評価の目的で、複数項目の微生物試験を実施している状

況を確認した。対象国では、冷却後の食鳥とたいから採取された検体を対象にカンピロ

バクター及びサルモネラ属菌を試験項目としている点等、共通点も見受けられたが、そ

の他の試験項目、検体採取方法や検体採取頻度等には相違がみられた。日本における食

鳥処理場での適切かつ円滑な HACCP 検証方法を国際的な動向を踏まえた形へ検討する上

では、これらの管理体制のほか、国内の対象施設における規模や処理数、管理能力等、

実態を踏まえることが合理的な運用には重要と考えられる。 

 

A．研究目的 

平成30年の「食品衛生法の一部を改正する

法律」の公布に伴い、国内のと畜場、食鳥処

理場には「HACCPに基づく衛生管理」が制

度化され、令和2年６月に施行された。本制

度は、1年間の経過措置期間を経た令和3年6

月より完全施行となっている。本制度では、

事業者が行う内部検証に加え、自治体が外部

検証を実施することで、衛生管理が適切に行

なわれていることが担保される。と畜場及び

大規模食鳥処理場におけるHACCPに基づく

衛生管理に関する手引書は、事業団体が作成

し、その普及啓発が進められているが、各施

設っで構築された衛生管理システム及びその

運用の適切性を判断するための検証方法に関

しては、令和2年5月に「と畜試験員及び食鳥

試験員による外部検証の実施について (生食 

 

発0528第1号) 」で技術的助言がなされてい

るが、その内容は今後の国際動向や新たな検

証方法の開発評価等の結果を受けて、適宜見

直しを図ることが妥当と考えられる。 

そこで本分担研究では、日本国内の「と畜

場でのHACCPに基づく衛生管理」における

実効的な外部検証法の構築に有用な情報を提

供することを目的として、先行的にと畜場等

で「HACCPに基づく衛生管理」を運用して

いる海外主要国における、関連ガイドライ

ン、検証法、法規や科学的知見等を収集・整

理することで、現状における国際動向の情報

を取りまとめたので報告する。 

 

B．研究方法 

令和 3 年度は、海外主要国における食鳥処

理場での HACCP 検証に関する情報、特に微

生物試験に関する内容 (試験対象項目等）を
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各国・地域の政府機関が発行するガイドライ

ン、告示並びに関連文献を収集し、国内の状

況との違いを踏まえ、要点を整理した。 

 

C．研究結果及び考察 

参照した海外公的機関から示されている衛

生管理ガイドライン、通知等には、食鳥処理

工程における微生物汚染低減対策に関して、

事業者に向けた提案等 (冷却温度など）の有

益な情報の記載も多くみられた。本報では、

日本、アメリカ合衆国、カナダ、欧州におけ

る食鳥処理場で実施されている微生物試験に

関して要点をまとめた。 

 

< 日本> 

1) 微生物試験の対象項目と目的 

(1)  対象：一般細菌数, 腸内細菌科菌群 

  目的：一般衛生管理の達成状況の評価 

(2)  対象：カンピロバクター属菌 

 目的：病原微生物汚染に対して適切な

措置が実施されているかの確認 

 

2) 検体採取場所 

最終冷却 (チラー冷却) 水切り後の食鳥と

たい (又は食鳥中抜きとたい) 

処理始めのロットを避け、処理半ばから選

定する。 

 

3) 検体採取頻度 

施設の操業状態を踏まえて、年間の試験検

体数を設定。 

月 1 回以上、年間を通じて実施するのが望

ましい。 

 

4) 検体採取方法、採取部位、採取量 

採取方法：切除法 

採取部位：首皮 (首皮がないものは胸部分の

皮)  

同一ロット 5 羽分の首皮計 25 g をまとめ

て 1 検体 とする (首皮の重量は、なるべく各

羽均等にする）。 

5 検体 (= 25 羽分)を 1 検体として試験に

用いる。 

 

5) 試験方法 

試験懸濁液の調製 

細切した 5 羽分の首皮 25 g に 225 mL の

滅菌希釈水を加えて 1 分間混和。必要に応じ

て 10 倍希釈懸濁液を作製し、試験に用い

る。 

 

一般細菌数： 

下記の標準培養法又は ISO 法 (ISO 4833) 

(或いは同等性が確認された方法) 

定量試験 接種量 1 mL (１希釈 2 平板) 

標準寒天培地 (ISO 処方) 

好気条件で 37 ± 1°C,  48 ± 3 時間 混釈

培養。 

1 平板あたり集落数が 15-300 の平板から

集落数を加数え、CFU/g 又は CFU/cm2 を算

出する。 

 

腸内細菌科菌群： 

下記の標準培養法又は ISO 法 (ISO 21528-

2) (或いは同等性が確認された方法) 

定量試験 接種量 1 mL  

バイレッドレッド胆汁ブドウ糖 (VRBG) 寒

天培地。 

好気条件で 37 ± 1°C,  24 ± 2 時間混釈

培養。 

1 平板あたり集落数が 150 以下の平板から

集落数を数え、CFU/g 又は CFU/cm2 を算出

する。 

定型集落は釣菌し、非選択寒天培地 (普通

寒天培地等)に画線し継代する。非選択寒天

培地で発育した集落を用いて、生化学性状試

験 (オキシダーゼ試験, ブドウ糖発酵試験)を



113 

 

実施し、確認試験の陽性率及び検体希釈率を

乗じて、検体１g あたりの菌数を算出する。 

  

カンピロバクター属菌: 

試料調製は上記の衛生指標菌試験と同様で

あるが、本菌試験を先行実施する。 

下記の標準培養法又は ISO 法 (ISO 10272-

2) (或いは同等性が確認された方法)。 

微好気条件のため、衛生指標菌より先行し

て実施する。 

検体 1mL を 200 uL ずつ 5 枚の mCCDA

培地に塗抹培養する。 

微好気条件で 42 ± 1°C. 44 ± 4 時間。 

1 平板あたり集落数が 150 以下の平板から

集落数を数え、CFU/g 又は CFU/cm2 を算出

する。 

定型あるいは疑わしい集落を釣菌し、非選

択寒天培地 (血液寒天培地など)に画線塗抹

し、微好気培養する。 

確認試験として、非選択寒天培地で生育し

た 5 集落をグラム染色, カタラーゼ試験, オキ

シダーゼ試験 などに供する（PCR による遺

伝子検出法を代替としてもよい）。 

確認試験の陽性率及び検体希釈率を乗じ

て、検体１g あたりの菌数を算出する。 

 

6) 判定 

直近 1 年間の試験結果の平均値及び標準偏

差 (SD)から、施設の達成目標値 として暫定

的な上限値として設定している「平均

+2SD」を求め、管理図を作成し、年間を通

じた検証を実施する。 

 

7) 参考資料 

生食発 0528 第 1 号 令和 2 年 5 月 28 日 

 

 

< 米国> 

ダチョウ等の平胸類（走鳥類）を除く食鳥

処理場を事業規模に応じて以下の 4 つに区分

している。 

事業所の区分 

(a) 極小規模施設 (Very Low Volume：VLV) 

年間処理羽数が、鶏 44 万羽、七面鳥 6 万

羽、アヒル 6 万羽、ガチョウ 6 万羽、ホロホ

ロ鳥 6 万羽、またはひな鳥 6 万羽以下の施設 

(b) 超小規模施設 (Very Small) 

従業員数が 10 名未満、或いは年間売上高

が 250 万ドル未満の施設 

(c) 小規模施設 (Small) 

従業員数が 10 名～499 名の施設。但し、

年間売上高が 250 万ドル未満である場合を除

く。 

(d) 大規模施設 (Large) 

従業員数 500 人以上の施設。 

 

1）微生物試験の対象項目と目的 

・対象項目：サルモネラ属菌及びカンピロバ

クター属菌 

・目的：糞便等に含まれる食中毒菌の交叉汚

染防止と汚染低減に向けた工程管理の適切性

を判断すること。 

 

＊極小規模施設及び超小規模施設では、大腸

菌試験によりモニタリングしてもよいとして

いる。但し、大腸菌は糞便汚染に特化したモ

ニタリングであることから、各事業者は食中

毒菌を対象とした試験を追加実施してもよい

とされる。 

 

2）検体採材工程 

(a) 極小規模施設及び超小規模施設 

冷却工程後 

(b) 小規模施設及び大規模施設   

 冷却工程前後 

 

冷却工程前： 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000636484.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000636484.pdf
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懸吊から冷却工程直前迄の工程で検体を採

材する。本工程での検体採材は、食鳥生体が

保有する微生物の検出や処理工程前半におけ

る糞便等の交叉汚染状況をはかることを目的

としている。 

 

冷却工程後： 

食鳥とたいが冷却槽から出た時点で採材を

行う。水浸漬冷却方式施設での検体採材にあ

たっては、60 秒以上冷却水をとたいから自

然滴下させ、冷却水中に含まれる殺菌剤の試

験結果への影響を排除・低減させる。冷却前

後間に抗菌介入を実施している場合、冷蔵後

の検体は、その抗菌介入の制御の有効性の判

断に有用（多くの施設が 1 つ以上の抗菌介入

を実施している）。 

 

3) 検体採取頻度 

(a) 処理数が非常に少ない施設 (Very Low 

Volume) 

毎年 6 月 1 日から少なくとも操業各週につ

き 1 回採材を行う。連続 13 回の検体採取を

行った後、効果的な工程管理を実証した場

合、検体採取計画を変更することができる。 

 

(b) 超小規模施設, (c) 小規模施設, (d) 大規模

施設  

鶏：とたい 2.2 万羽につき 1 回。ただし最低

でも操業各週に 1 回。 

七面鳥、アヒル、ガチョウ、ホロホロ鳥、ひ

な鳥：とたい 3 千羽につき 1 回。 

                  

ただし、最低でも操業各週に 1 回。 

 

4) 検体採取方法 

非破壊的手法 

・鶏とたい：とたい１羽を滅菌袋に入れ、

400 mL の希釈水を用いて洗い出し液を調整

する（リンスパック法）。 

・七面鳥とたい：とたいの背部及び大腿部の

表面各 40 cm2 を拭き取る（ふき取り法）。 

 

5) 試験方法 

大腸菌：AOAC 17.2.01 最確数（MPN）法 

サルモネラ属菌：MLG4.11、MLG4 

Appendix 2.06 

カンピロバクター属菌: MLG 41.05 

採取した検体はできるだけ早く試験に供す

る必要があり、遅くとも採取日翌日には試験

を行うことが求められている。また、検体を

輸送する場合は、冷蔵温度帯で行うことが求

められている。 

 

6) 結果判定基準 

<事業者> 

事業者は自らの施設で得られた微生物試験

結果について、時系列変動をグラフ化すると

共に、統計解析を行い、工程管理の適切性を

判断する。 

上記解析にあたってはベースラインデータ

の取得が前提となる。こうしたベースライン

データも事業者自らが収集することが望まし

いとされるが、その収集を行えない小規模事

業者は FSIS が公表する米国全国調査結果

（指標菌中央値）を用いても構わないとして

いる。 

 

<外部検証官> 

以下に示した性能基準 (*)に基づき、施設

を 3 つに区分 (区分 1-区分 3) し、区分に応

じた指導を実施 

 

・サルモネラ菌 

ブロイラーとたい 

性能基準  5 / 51 

最大許容陽性率   9.8 ％ 

 

七面鳥とたい   
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性能基準  4 / 56    

最大許容陽性率 7.1 % 

 

・カンピロバクター属菌 

ブロイラーとたい 

性能基準   8 / 51 

最大許容陽性率   5.7 ％ 

 

七面鳥とたい 

性能基準  3 / 56   

最大許容陽性率 5.4 %    

 

＊性能基準: 計 52 週間に収集・解析された試

験結果（定性成績）の陽性率を指す。 

各施設の評価にあたっては、52 週間の１

試験につき、少なくとも以下の検体数を試験

に供する必要がある。 

 ブロイラーとたい 11 

 七面鳥とたい  14 

 

 上述の試験結果及び判定基準を基に、各施

設は以下の区分化が行われる。 

 

・区分 1：直近の 52 週間の試験期間におい

て、最大許容陽性率の 50％以下を達成した

事業所。 

 

・区分 2：最大許容陽性率を満たしている

が、直近の 52 週間の試験期間において最大

許容陽性率の 50％以上の結果を示した事業

所。 

 

・区分 3：直近の 52 週間の試験期間の結果

が最大許容陽性率を超えている事業所。 

 

区分に応じた指導 (抜粋) 

①事業所が区分 2 に指定された場合：衛生管

理の不安定性が示唆されるため、今後性能基

準不合格となる可能性があることを説明す

る。また、製品が性能基準の 50%を超過した

警告を送るなどの措置を実施。 

②事業所が区分 3 に指定された場合：性能基

準の不履行であったことを伝える警告を送

る。事業所が是正措置を講じていることを確

認し、（必要であれば）HACCP システムの

再評価を行うことを説明するなどの措置を取

る 

 

< 平胸類処理施設における工程管理のための

微生物試験 > 

 ダチョウをはじめとする平胸類（走胸類）

を処理する施設では、その工程管理の適切性

を判断するための試験項目として、大腸菌 

バイオタイプ I を用いた試験を実施すること

となっている。同施設については、年間処理

羽数が最も多い鳥獣種を 1 種選定し、同とた

いを対象とした採材、試験を行う。同施設の 

平胸類の年間処理羽数が 6,000 羽以下の施設

は、処理数が非常に少ない施設 (VLV)とし、

検体採取は、毎年 6 月 1 日から翌年 6 月ま

で、または 13 回検体採取を行うまでのいず

れか早い方まで、事業所の営業週に最低 1 回

を継続する。 

 

7) 参考資料 

1. Poultry Products Inspection Regulations 

(9 CFR 381) 

2. FSIS Compliance Guideline: 

Modernization of Poultry Slaughter 

Inspection - Microbiological Sampling of 

Raw Poultry (FSIS-GD-2015-0013) 

3. A Generic HACCP Model for Poultry 

Slaughter (FSIS-GD-2020-0013) 

4. A Generic HACCP Model for New Poultry 

Inspection System (NPIS)  (FSIS-GD-2020-

0012 ) 

5. FSIS Guideline for Controlling Salmonella 

in Raw Poultry (FSIS-GD-2021-0005) 
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6. FSIS Guideline for Controlling 

Campylobacter in Raw Poultry (FSIS-GD-

2021-0006) 

7. Revised Compliance Guidelines for 

Controlling Salmonella and Campylobacter 

in Raw Poultry (FSIS-2014-0034-0019) 

 8. Sampling Instructions: Salmonella And 

Campylobacter Verification Program For 

Raw Poultry Products (FSIS Directive  

10250.1) 

9. Performance Standards: Salmonella 

Verification Program For Raw 

Poultryproducts  (FSIS Directive  10250.2) 

10. Guidelines for Escherichia coli Testing 

for Process Control Verification in Poultry 

Slaughter Establishments (FSIS-GD-1996-

0002) 

11. Isolation and Identification of 

Salmonella from Meat, Poultry, Pasteurized 

eggs. and Siluriform (Fish) Products and 

Carcass and Environmental Sponges (MLG 

4.11) 

12. Flow Chart Specific for FSIS Laboratory 

Isolation and Identification of Salmonella 

(MLG 4 Appendix 2.06} 

13. Isolation and Identification of 

Campylobacter jejuni/coli/lari from Poultry 

Rinse, Sponge and Raw Product Samples 

(MLG 41.05) 

 

< カナダ > 

1) 微生物試験の対象 

サルモネラ属菌  

カンピロバクター属菌 

大腸菌 バイオタイプ 1  

 

＊カナダ国内向けの微生物学的モニタリング

の検体採取並びに評価基準に関しては、以下

の内部資料に記載されており、日本から入手

閲覧することができなかった 

・Standard inspection procedure Inspector 

toolkit (RDIMS 11289973) 

・National Microbiological monitoring 

program sampling guidelines and 

assessment criteria for rad meat and 

poultry. 

 

2) 関連資料 

1. Operational guideline: Product 

insopection and sampling of meat and 

poultry products. 

2. Operational guideline: Domestic 

pathogen reduction Program in poultry. 

3. Microbial controls for meat products and 

food animals. 

4. Poultry offline and online reprocessing 

and reconditioning procedures. 

5. Poultry pathogens reduction program. 

 

< 欧州 > 

1) 微生物試験項目及び目的 

試験項目：サルモネラ属菌 (鶏、七面鳥)、 

カンピロバクター属菌 (鶏) 

 目的：工程管理の妥当性確認 

 

2) 検体採取部位 

冷却後の中抜きとたい 

 

3) 検体採材頻度 

少なくとも週１回 5 検体を採材することと

し、曜日に偏りがないことを求めている。な

お、以下の結果が得られた施設については、

検体採材頻度を隔週へと変更してもよいこと

となっている。 

・サルモネラ属菌：連続した 30 週間の結果

が全て適合レベルであった場合。 
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・カンピロバクター属菌：連続した 52 週間

の結果が全て適合レベルであった場合。 

 

4) 検体採材部位、採材方法及び採材量 

・採材部位：頸皮 （重量が不足する場合は

他部位の皮を含めても良い）。 

・採材方法：切除法 

試験所の区分により以下に大別される。 

1）サルモネラ属菌とカンピロバクター属菌

を同一試験所で試験する場合 

１ロットあたり少なくとも 3 羽分の頸皮計

26 g をまとめ、1 検体 とし、計 5 検体 (=＞ 

15 羽分)を試験に用いる。 

2）サルモネラ属菌とカンピロバクター属菌

を異なる試験所で試験する場合 

１ロットあたり少なくとも 4 羽分の頸部の

皮計 35 g をまとめて 1 検体 とし、計 5 検体 

(=＞ 20 羽分)を試験に用いる。 

 

いずれの場合も、採取から試験開始までの

間、検体は 1-8 ℃の温度帯で輸送し、0℃以

下になったものは試験に供しない。また、採

取後、48 時間以内に試験を開始する。 

 

5) 試験方法 

・サルモネラ属菌：EN/ISO 06579- 1 (或い

はこれと同等と認められた方法） 

・サルモネラ属菌血清型の判定：White-

Kauffmann-Le Minor scheme の方法 

・カンピロバクター属菌：EN/ISO 10272-2 

(或いはこれと同等と認められた方法） 

 

6) 結果判定基準 

<衛生管理指標として> 

・サルモネラ属菌 

連続 10 回の検体採取で得た 50 検体におい

て、検出されないこと。ただし、サルモネラ

属菌が検出されたものが 50 検体中 5 検体ま

でであれば許容される。なお、鶏及び七面鳥

とたいからサルモネラ属菌が検出された場合

は、血清型の判定を行う。 

 

・カンピロバクター属菌 

連続 10 回の検体採取で得た 50 検体におい

て、1,000 cfu/g 以下であることが望まし

い。但し、1,000 cfu/g を超えて検出された

ものが 50 検体中 15 検体 (*) までであれば許

容される（*: 2022 年 3 月現在の M 値を示

す。2025 年 1 月 1 日以降は 10 検体となる見

込）。 

 

なお、欧州では食鳥肉製品について、サル

モネラ属菌（血清型 Typhimurium 及び

Enteritidis）を n=5 で検査し、検出されない

ことを成分規格として設定している。 

 

7) 参考資料 

1. Commission regulation (EC) No. 

2073/2005 on Microbiological criteria for 

foodstuffs (Amended on 08/03/2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32005R2073  

2. EN/ISO 06579-1  

3. EN/ISO 10272-2 

 

D．結論 

米国、カナダ、EUでは、サルモネラ属菌

及びカンピロバクター属菌を食鳥処理場での

工程管理の検証のための微生物試験項目とし

て共通に設定・運用している実態が確認され

た。しかしながら、上述の食中毒菌以外の試

験項目や頻度等、国・地域間で相違が見られ

た点に関しては、根拠や背景を踏まえた考察

が必要と考えられる。次年度には、国内の調

査結果等を踏まえつつ、国内でのHACCPに

基づく衛生管理体制を円滑かつ国際調和のと

れたものとしていくために必要な事項の整理

を行っていきたい。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32005R2073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32005R2073
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E. 研究発表 

なし 

 

F. 知的財産の出願・登録状況 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	6. 森田幸雄1
	7. 森田幸雄2 (6page)
	8. 大屋賢司(10page)
	9. 朝倉宏1（馬とたい）10page
	10. 朝倉宏2（食鳥）6page
	11. 中馬猛久(7page)
	12. 小関成樹(6page)
	13. 山崎栄樹(10page)
	14. 廣井豊子(8page)

